
［巻頭言］

経済の活性化は住宅から

岩沙弘道
社団法人不動産協会理事長

米国発の金融不安は、各国の実体経済に影響を及ぼしている。資源小国で

ある日本は、輸出主導型の製造業が牽引する外需依存型経済であるため、今

回の世界的不況の影響を直接受けることとなったが、今後、わが国経済が持

続可能な発展を遂げるためには、内需主導型経済への転換を図る必要がある。

その中心的役割を果たすのが経済波及効果の大きい住宅投資の促進である。

平成18年に制定された「住生活基本法jは、「量jから「質」へ住宅政策

の重心を移すとともに、豊かな「住生活」の実現を目指している。安心・安

全な生活の基盤となる良質な住宅や、地球環境にも優しい住宅を供給してい

くことが、われわれに求められている。また、国民のライフスタイルの変化

に応じた 2地域居住の実現や、高齢者がリパースモーゲージなどで持家をキ

ャッシュフロー化するなど、住宅への多様なニーズに応えていくことも必要

である。

さらに、わが国の産業構造の変化や高齢化社会の進展をふまえ、職住近接

型のコンパクトシティへと都市構造の変化が求められるなか、住宅を中心と

して街の機能を強化していくことが、都市や地域の活性化にも資することに

なる。

これらを実現するためには引き続き、住宅税制の充実、住宅金融の円滑な

供給、規制緩和の一層の推進など、総合的な住宅政策の実施が必要である。

そして、これによって、住宅が今後の日本経済を支えていく一つの柱となる

ことを期待する。

最後に、当協会としても顧客ニーズをしっかりと受け止め、質の高い住宅

の供給に貢献してまいりたい。
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特別企画／座談会

高齢社会の住まし、各どう考えるか

岡崎敦夫 国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境輔室長

岡本利明 住宅生産団体連合会理事・旭化成ホームズ顧問

園田員理子明治大学理工学部准槻

中川雅之日本大学経済学部教授

高齢者の住まし Eを
めぐる諜題

・「5つの安心プラン」について

中川 日本ではいま高齢化が急速に進んでいま

す。 2015年には第一次ベビーブーム世代が高齢

期に達し、高齢者世帯が1700万世帯、そのうち

の33% （約560万世帯）が 1人暮らし世帯とな

り、高齢者夫婦のみの世帯数も増え、 2025年に

は高齢者人口が3500万人に達すると見られてい

ます。さらに、 2000年4月末段階で218万人だ

った要介護認定者も2005年9月末には約2倍の

425万人に増え、とりわけ要支援・要介護 1の

認定を受けた人は同じ時期に、 84万人から209

万人に増加しています。

そういう状況のなかで、高齢者の93%は住宅

に住み、有料老人ホームや特別養護老人ホーム

などを住居としている人は3.2%、病院や診療

所を住まいとしている人が 4%というのが実態

です。高齢者のために政策的に用意されている

居住スペースは、厚生労働省所管の特別養護老

人ホームと、国土交通省の高齢者向け賃貸住宅

などですが、厚労省もどちらかというとできる

だけ在宅で生活サポートを進めていきたいとい
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う方針で、介護療養型医療施設は廃止される方

針です。したがって、子どもや孫の世代を考え

た場合には、在宅でどれだけ十分な居住サービ

スを高齢者に提供できるのかが今後のもっとも

重要な課題になってきます。

そこで本日は、高齢者に対する生活のサポー

トも含む居住サービスを現在のわれわれの社会

はどの程度提供しているのか、今後どのくらい

提供しつづけることができるのかなどについて、

いくつかの側面から議論したいと思います。

まず岡崎さんから、国土交通省が高齢者住宅

についてどのような問題意識をもち、どのよう

な政策を実施しようとしているのかについてご

発言いただけますか。

岡崎高齢者の居住については、国土交通省で

も従来型の施策ではかなり限界があるのではな

いかと感じていて、今年7月29日の関係閣僚懇

談会で「 5つの安心プラン」が発表されていま

す。具体的には、「低所得高齢者向け賃貸住宅

の供給促進」「ケア付き住宅の整備促進」「高齢

者の居住の安定確保」「リパースモーゲージの

普及促進J「高齢者等の住み替え促進」の 5つ

ですが、平成21年度予算概算要求でも、「ケア

付き住宅」の整備の促進とか、住まいと福祉の

連携のとれた住まいづくり・地域づくりを推進

するための必要な制度整備を行なうことがうた



われています。そして、「必要な制度整備」の

具体化のための法改正に向けて、社会資本整備

審議会の住宅宅地分科会に対して、「高齢者が

安心して暮らし続けることができる住宅政策の

あり方」について諮問を行なっているところで

す。

国土交通省の試算では、 2005年に418万人だ

った要介護・要支援の高齢者は2015年には138

万人増えて556万人になると予測しています。

一方で、 2015年時点、の施設の入所者を2005年よ

りも19万人増やして110万人とすれば、施設以

外のところ（つまり在宅）で生活する要介護・

要支援の高齢者は119万人増えて446万人になる

と考えられます。

では、この人々がどういうところに住んでい

るかというと、詳細な分析はまだ終わっていな

いのですが、要介護・要支援者だけではなく高

齢者全体でみると、 2005年から2015年にかけて、

子どもとの同居世帯が869万世帯から928万世帯

に59万世帯増え、一方で単身・夫婦のみの世帯

が851万世帯から310万世帯増えて1161万世帯に

なると予想されています。さらに、高齢者単身

もしくは高齢者夫婦世帯を持ち家・借家別にみ

ると、持ち家世帯は649万世帯から230万世帯増

えて879万世帯に、借家世帯は202万世帯から80

万世帯増えて282万世帯になると予測されてい

ます。

こういう状況のなかで想定される課題として

いくつかのことが考えられます。第 1に、高齢

者世帯が増加しているので、住宅（とくに借家

の）ノfリアフリー化をいっそう促進する必要が

あることです。第2には、借家の高齢者世帯は

数の上では少ないのですが、率として増えてく

るので、公的賃貸住宅の供給を促進するなどの

借家対策が重要になってきます。第3は、高齢

者単身・夫婦世帯が増加するので、高齢者の生

活をサポートするサービスが必要になることで

す。そして第4は、在宅での要介護高齢者の増

加を受けて、在宅介護サービスや生活支援サー

ビスを提供するための拠点を一体的に整備する

ことです。

従来は、住宅については国土交通省、施設に

ついては厚生労働省という枠をはめて、それぞ

れについてきちんとやろうということだったの

ですが、現実はそれよりもはるかに先に進んで

しまい、従来のやり方では対応がむずかしい状

況になっていますので、住宅宅地分科会での審

議についてもこの件に関しては厚生労働省にも

事務局に入っていただき、一緒に検討するとい

う仕組みにしています。したがって、福祉と住

宅の現場を担う地方公共団体でも福祉部局と住

宅部局が連携して、高齢者が安心して生活でき

るような計画を策定する必要があると考えてい

ます。

これらを具体化していくために、国土交通省

所管の法律である「高齢者の居住の安定確保に

関する法律」を改正して、厚生労働省と共管に

し、住宅だけではなくて「住まい」というとこ

ろまで広げて、たとえば特養老人ホームのよう

にずっと住むことが前提になっている施設は

「住まい」ととらえて、一緒に計画を考えてい

く仕組みにしたいと考えています。
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・「高齢者居住安定計画」とは

中川 厚労省と国交省が一緒になってやるとい

うのはよくわかりましたが、この法律を整備す

ることによって、具体的にはどのようなことが

できるようになるのですか。

岡崎国からの支援という観点では、地域住宅

交付金制度が創設されて以降「提案事業Jがで

きるので、理屈の上では、住生活の向上に結び

っくことであれば何でもできることになってい

ます。ただ、お互いが殻の中だけでやっている

と隙聞ができて落ち込んでしまう。そこをちゃ

んと見ましょうということです。ただ、新しく

できるようになるという意味では、たとえば住

宅部局できちんと箱は作って、サービスについ

ては福祉部局がチェックして、両方が重ね合わ

さっていい生活ができるような仕組みを作るこ

とはできる。ですから、地方の努力と能力次第

で、そういう仕組みができていく地方とできな

い地方に分かれる可能性はあります。

中川 そういう仕組みをつくる計画は地方公共

団体レベルで作成するということですね。

岡崎ええ。

中川 そのときの「計画」のイメージですが、

たとえば、ある場所には高齢者優良賃貸住宅を

建てて、別の場所にはサービスの拠点を設ける

というような具体的なプロジェクトについての

計画であれば有効だと思いますが、都道府県レ

ベルでマクロな計画を作成するというのでは、

あまり実があがらないような気がしますが……。

岡崎 プロジェクトを排除するわげではないの

で、計画のなかに書き込んでもいいと思います。

ただ、たとえば住宅部局では高齢者が何人住ん

でいて、賃貸住宅が何戸、持ち家が何戸という

ところまではわかる。ところが、そこに住んで

いる人がどういうレベルのサービスを受けて、

どういう生活をするのかというところまでは考

慮されない。他方で、福祉部局では、施設に入

っていない人は住宅にいるはずだということし

的にサービスを届げられるかがわからない。そ

ういうことがあってはいけないので「計画」に

期待しているのです。

中川 公共側がきちんと面倒を見なければいけ

ない人については、施設にいても在宅でも、住

宅部局と福祉部局が手を組んで必要なサービス

を提供していくことはいいことだと思います。

ただ、健康なお年寄りが何人いて、どこに住ん

でいるかまで考えていくのは、計画経済のよう

なイメージになりませんか。

園田 中川さんがおっしゃることはわかります。

ただ、そのような心配は起こらない理由があり

ます。それは、基本的に住宅行政は都道府県レ

ベルが所管しており、きめ細かな末端の福祉行

政は市町村の専管事項で行なっているからです。

ですから、「地方公共団体が計画を作成する」

といっても、作るレベルが都道府県である限り

においては、公的支援の必要数は出せても、一

つずつのケースについてきめ細かく「計画」で

フォローすることはできないと思います。

岡崎都道府県レベルで計画をつくってもらい、

市町村ではつくる努力をしてほしい、というの

が一つの可能性だと思っています。とにかく、

最も気になるのは、高齢者の方々の不安です。

高齢者になったときにどのような生活ができる

のかについてだれも答えてくれない。元気な人

から介護が必要な人まで、収入が比較的少ない

人から高い人まで、人間としてまともな暮らし

ができるようなスペースで生活できる。そうい

うみんなが安心できるような計画を作ってもら

いたいと思っています。

中川 要するに、「計画」というのは安心のコ

ミットメントのようなものですね。

園田総量把握です。

中川 総量として大丈夫な体制を整えていると

いうことをコミットするということですね。

岡崎そうです。

かわからず、その人たちにどういうサービスを ・補助か、規制見直しか

提供しなければならないのか、どうすれば効果 岡本国レベルあるいは地方レベルでいろいろ
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な計画がたてられますが、現実にはそれがうま

く機能していないように思います。たとえば、

小規模多機能な福祉施設のようなビレッジをつ

くりたいとわれわれは考える。社会のためにと

いって参加してくれるお金持や賛同してくれる

地主さんもいる。しかし、制度的な問題が障害

になってなかなかうまくいきません。住宅でな

いので高い固定資産税がかかるとか、大儲けす

る意思はなくても、一般の投資と比べてあまり

にも不利だというのではどうにもならないので

す。東京都は小規模多機能のものについては固

定資産税を 6分の 1に軽減するといっているけ

れども、たまたま東京都がそうしているだけで、

法的には何ら保証はないのです。

そういう意味では、福祉の世界でも基本的に

民間の投資を促すような政策が必要だと思いま

す。投資に対しては、それなりのリターンが見

込めるという姿が正常であって、医療と同じよ

うに、儲かるような仕組みを考えるとそれに対

して規制をかけるというようなイメージでは、

民間の活力は生かせない。だから、国や県でい

ろいろな計画を策定する場合には、いかに民間

活力と投資を引き出すかを考える必要があると

思います。

中川 岡崎さんの説明だと、民間プロジェクト

などモデル的なものを支援する政策もあるとい

うことですね。

岡崎そうです。 200年住宅モデル事業と同じ

ような仕組みを設定して、民間でそういうケア

付き住宅の供給を促進するような動きで今後の

モデルとなるようなものがあれば、一定額の補

助を入れる仕組みを来年からやってみたいとい

うことで、いま予算要求はしています。

岡本補助ということですが、たとえば東京都

の場合には高齢者向け優良賃貸住宅に対する補

助制度がありますが、補助を受けるためには建

築的に床の高い遮音性能が求められるので、建

物は鉄筋コンクリート造となります。しかし、

鉄筋コンクリート造の建設費は高いので、たと

え補助をもらってもなかなかっくらない。だか

岡崎敦夫（おかさき・あつお）氏

1959年山口県生まれ。 1984年九州大学工学研究科修士課程修

了後、建設省入省。熊本県住宅課長、国土交通省住宅局建築
指導課国際基準調査官などを経て現職。高齢者居住に関する

政策の企画・立案等を行なっている。

ら、高齢者優良賃貸住宅が増えないということ

です。もちろん、ある程度の遮音性は必要でし

ょうが、遮音性の基準をもう少しゆるくすれば、

たとえ補助はなくてもほかの基準は満たした優

良な住宅をつくって社会貢献したいという地主

さんも結構いる。

いま高齢者向け優良賃貸住宅というのはそれ

ほどたくさんできていないですよね。

園田 2万戸ちょっとで、そのうち半分がUR

の既存住宅転用型です。

岡本つまりは、補助がいいのか、それともい

ろいろな規制をもう一回見直すのがいいのか、

ぜひとも検討する必要があるということです。

・高齢者住宅マーケット

中川 かなり具体的な話になってしまいました

が、ここでもう一度「高齢者と住宅jという観

点に立ち返って、現在起きている問題と、それ

に対して何が必要かということについて、園田

さんにまとめていただきたいと思います。

園田 私は少子高齢化と住宅というテーマをず
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っと追ってきたのですが、 2008年という年はつ

くづくすごい年だと改めて感じています。どう

してかというと、満60歳になる人のピークが

2008年で、翌年以降はどんどん減っていきます。

極端に言えば、前日まではサラリーが入ってい

た人が60歳の誕生日を迎えたとたんにリタイア

して、翌日から年金暮らしになるわけですが、

その直前の年齢層は住宅の建て替えや住み替え

をする熟年マーケットだ、ったわけで、そういう

リタイア前の熟年マーケットが2008年を境にど

んどん細くなっていくということがあります。

それよりさらに衝撃的なのは、過去10年ぐら

いず、っと増えつづけてきた35歳人口が急速に減

っていくことです。 35歳人口は持ち家を建てょ

うか、買おうかと考えている若年マーケットを

代表します。さらに、これから35歳になる人は

10年前の就職氷河期世代で、雇用面でもきわめ

て不安定な人たちです。つまり、日本の20世紀

型住宅市場の拡大を支えてきた人たちが市場か

ら去り、去年と同じことをやっていればうまく

いくという経験則がまったく通用しなくなると

いうことです。さらにいえば、細ってくる熟年

マーケットの中心は20年前のバブルのときに住

宅を取得していた世代で、キャピタルロスの可

能性がきわめて高い人たちです。

しかし、ここからが今日のテーマです。私は

高齢者住宅マーケットに着目しているのですが、

これまでも増えてきた70歳以上、あるいは75歳

になる人が向こう 15年間も確実に毎年増えつづ

けるわけです。ですから、日本の経済やこれか

らの住宅マーケットを考えると、この上り坂の

ところの新しい住宅マーケットのイノベーショ

ンを考えていく必要があると思っています。

それではどうしたらいいかということですが、

仮に日本を100世帯の村だとすると、高齢者の

いる世帯は2008年には35世帯、 2015年には40世

帯、 2025年には45世帯という具合に増えていき

ます。また、高齢者世帯を「借家の高齢単身・

夫婦」、「持ち家の高齢単身・夫婦j、「子ども等

の同居ありJの3タイプに分けて考えると、い
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ちばん居住状況が厳しいのは「借家の高齢単

身・夫婦」です。これに該当する世帯は、同じ

時期に 4世帯、 4世帯、 5世帯というように全

体から見れば少数ですが存在します。その部分

については国交省、厚労省、地方公共団体があ

らゆる公的なセーフテイネットをつなぎ合わせ

ていかないといけないと思います。

一方、住宅のマーケットという点できわめて

重要になるのは、いままで住宅マーケットには

存在していなかったけれども、 14世帯から20世

帯、 26世帯と増えていく「持ち家の高齢単身・

夫婦」世帯です。そこの世帯をどうするかが、

住宅政策なり住宅施策が福祉との連携なども含

めて考える必要の前提であるし、民間のビジネ

スチャンスとどうマッチングできるかが大きな

課題だと思っています。

・「郊外第 l世代」の老後の安定

園田 実は東京の住宅マーケットを見ても、全

体としては同じことが起きています。 90年代後

半からず、っと都心回帰がみられ、いま40歳ぐら

いの人たちのおじいちゃん、おばあちゃんが住

んでいたのが23区内や多摩川より手前のところ

で、そこがちょうど世代交代で空き、空いたと

ころに若い人たちが新たに住まいを求めてい入

居したという構図です。

そのように見ていくと、これから高齢単身・

夫婦の持ち家世帯が増えていくのは郊外という

ことになります。いわば「郊外第 1世代」で、

史上初めて郊外で老後期を迎える人たちがたく

さん出現する。そういう意味では、量的に見れ

ば、郊外に居住した第 1世代の老後の安定がす

ごく重要になると思っています。

その理由はもう一つあります。実は90年代に

地方の高齢化が猛烈に進みましたが、極端な言

い方かもしれませんが、地方の高齢化はこれか

ら先あまり大きな変化がないのです。日本の住

宅政策や福祉施策をみても公共投資が大きかっ

たのは90年代で、潤沢な公的資金が入った地方

の福祉施設の整備は 1ラウンド終わっています。



ところが大都市は90年代まだ若かったので、福

祉のインフラ投資がほとんど行なわれてこなか

った。しかも、最近の行財政改革とあいまって、

福祉インフラ的なものに対する大都市での公共

投資は行なわれにくい状況になっています。そ

ういうなかで大都市郊外の高齢期をどう乗り切

るのかということがとても大きな課題だと思っ

ています。

その際に重要なのは、 1つにはず、っとその地

域で住み続けられるための、福祉と民間活力と

市民の主体性などを含めたエリアマネジメント

です。 2つめは、高齢者のいる世帯の85%は持

ち家なので、その持ち家を建て替えたり改善し

たりする「ストック改善」です。 3つめは、ず

っとそこに住み続けたいと考えている人は約6

割から 7割なので、住み替えたいとか、わから

ないと思っている残りの 3割から 4割の人たち

が住み替えられるように住宅を流通させること。

最後に、移り住む先の高齢者住宅。この 4つに

すぐ取りかかったほうがいいと思っています。

岡本私たちが試験的にやっているのは、たと

えば古い家をリパースモーゲージの形にして、

われわれが用意した高齢者用のビレッジに移り

住んでいただき、家賃収入を補填する。あるい

は売買する際にお手伝いすることです。一説に

よれば、高齢者世帯が所有する土地や建物は約

300兆円とも言われています。これが実態とし

ては、何の価値も生まない形で眠ってしまって

います。自分で努力して蓄えた現金であれば動

かせるけれども、住居という資産が動いていな

いことが結果的には高齢者の選択肢を非常に狭

めている。

園田 だからいま日本人は最後のゴールをなか

なかパラ色に描けないのだと思います。持ち家

を持てば一国一城の主ということで、働き盛り

のときに皆さんかなりの部分を居住用資産に投

下したわけです。したがって、いよいよリタイ

アしたあとの20年、 30年がもっとハッピーにな

るように、本当に安心して穏やかに暮らせるよ

うに、リパースモーゲージのようなかたちで、

岡本利明（おかもと・としあき）氏

1938年熊本県生まれ。 1962年九州工業大学工学部卒業後、旭

化成工業側（現旭化成）入社。化薬事業部長、代表取締役副

社長住宅カンパニ一社長、旭化成ホームズ側代表取締役社

長・会長を経て現職。住宅生産団体連合会政策小委員長とし

て積極的に活動を行なっている。

資産を使えるようにする。そういうことがいま

すごく必要ではないかと d思います。

高齢社会の住宅資産
各考える

・膨大な住宅改善需要がある

中川 いまの話は、高齢者の不動産資産につい

て基本的にきちんと評価することがまず出発点

ですね。そのうえで住み続けるのか、それとも

住み替えるのかを選択する。住み続けるにしろ、

住み替えるにしろ、基本的には現在の不動産資

産をきちんと評価して、質の良いものであれば

それを反映した代金の支払いが行なわれ、担保

価値を反映した銀行貸し出しが行なわれる仕組

みが必要だということです。

岡崎 日本では、家は一代独りで建てて、それ

を壊してしまうというイメージがず、っとありま

したが、そうではなくて、いいものをつくって

長く使おうというのが200年住宅の考え方です。
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そうなれば当然、最初あるいは途中でもきちん

とした評価がなされる必要があるので、履歴情

報なども整備する必要があると思っています。

園田 これからの住宅についてはあまり心配し

ていないのですが、問題は新耐震以前の70年代

から80年までに建てられた住宅ストックです。

日本の住宅全体の 4分の l、戸数にすると1150

万戸もあります。また、住宅のバリアフリー化

が本格的に行なわれはじめたのは90年代半ば以

降なので、高齢者の持ち家できちんとしたバリ

アフリー住宅はわずか4%ぐらいしかありませ

ん。ましてや次世代省エネは今世紀に入ってか

らですから、いま高齢者が住んでいるところは

ほとんど該当しません。

そういう意味で過去の住宅をネガティブなス

トックだと見てしまうと何もできないけれども、

逆にみれば、膨大な住宅改善需要があるともい

えるわけです。そうだとすれば、シュリンクし

ているのではなくて、みんなでがんばって住宅

の耐震性を上げたり、バリアフリーにしたりし

ましょう、そうすれば老後安心して住めますよ

といえば、潜在的な巨大な住宅マーケットがあ

ることになる。そういう考え方は夢物語ですか。

中川 国交省の政策かどうかは別ですが、既存

の中古マンションを買い、全面的なリフォーム

をして売却するというビジネスモデルがありま

す。マンションは基本的に標準化されているの

で、情報の非対称性はそれほどないということ

で、けっこう伸びている。また電鉄系事業者が

住民の所得水準などもそろっている沿線で、一

定の質以上の戸建てを、所有権を移転しないで

査定し、査定価格を保証して、全面的なリフォ

ームを施して売却するというビジネスモデルが

回っている。つまり、基本的にはリフォームを

きちんして、信用のある再生企業が聞に入れば、

住宅ストックについても、リフォームをして市

場で流通させるということがビジネスモデルと

していま回りつつあるような気がしています。

園田 そうですね。そのときにもう一つ重要な

のは、リフォームしでも不動産評価はそれほど
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高くはならないし、ましてやリフォーム前のも

のは上物についてはほとんど値段がつかないこ

とです。それはいかにもおかしな状況で、これ

からは住環境の部分の価値を経済価値として表

に出すような仕組みというか、仕掛けが重要だ

と思います。実は、住環境というのは年月をか

けないと価値にならないのです。たとえば、緑

価値とかコミュニティ価値とか、その土地のブ

ランド性みたいなものとか、それから意外にあ

りそうなのは学校価値ですね。教育価値という

とちょっとどぎつい感じもするのですが、アメ

リカの住宅地の格付けなどを見ると、日本も始

めましたけれども、学校のテストのスコアみた

いなものが住環境の評価に結びついていたりす

るわけです。

・住宅のりフォームと再生

岡本たとえばいまから30年前に建てた家は、

金融公庫のお金を借りるには何平米以下という

ような規制があったので、三十数坪程度だとす

ると、私どもの会社では約850万円で建ててい

ます。いまその中古をお買いになる人も約850

万円で購入しています。近くにいい学校がある

ところはそれよりも高い。ということは、 30年

たった家でも、金額的には高く売れているとこ

ろもあるということです。

日本でもそういうことが少しずつ増えてきて

いるので、 200年住宅という考え方は時代にマ

ッチしたグッドタイミングの施策だろうと思い

ます。それが本当に評価まできちんとやられて

いって、履歴も残るということになれば、住み

ながら資産の価値を上げていくような時代がく

る可能性がある。

とにかくいちばんの問題は、過去に何千万円

もかけて建てたものを評価して、それを老後の

資産活用にもっていく施策があるかどうかで、

民間も国も今のままにしていたらだめですね。

たとえば、あるハウスメーカーが行なってい

るように、住宅を買い上げて、基礎などはその

ままにして全体をつくり変えて新しい価値にす



るという方法もある。資材が急騰しているので、

基礎などはそのままにして、別のところにお金

をかければ新築並みになる。そういうふうに、

残す部分と変える部分をよく考えてやれば、う

まくいくと思いますが、それをやるには法律上

の問題がいろいろあります。

中川 どのような問題ですか。

岡本たとえば、消費税にしても、業者が販売

すれば、いったん払った消費税をまた払わない

といけない。ですから、高齢者が住み替えをす

るためにリパースモーゲージ的にやる建替えや

販売に税法上の思典があれば、いろいろなメー

カーや業者は、ある程度高く住宅を買って再生

してもペイするということで活発な取引が出て

くるはずです。また、金利の問題もありますか

ら、家の改修に関しては低金利にするとか、途

中で売るときには低金利がず、っと続くようにす

るとか、何らかの工夫が必要だと思います。

日本では個人の住宅資産のために国の金をか

けるのはいかがなものかという意見もあります

が、住宅に関しては国民 1人当たりでみると、

アメリカのほうがたくさんの予算を使っていま

す。イギリスもかなり使っている。国交省の予

算要求は、道路は別として住宅は少なすぎる。

そういう意味では国が、老後の問題も含めて政

策として資産をより有効に使い、無駄遣いしな

いような思典をいろいろな点で与えている。

中川 おそらく国交省が200年住宅の典型的な

モデルケースとして考えているのは、住んでい

る人がきちんとリフォームしていって、きちん

と評価されて流通していくというアメリカ型の

世界だと思いますが、そうではなくて、売り手

と買い手の聞に再生企業が入って全面的なリフ

ォームを施して売却する。そういうビジネスモ

デルで回っている。それに、いろいろ調べてみ

ると、だれがリフォームしたのかによって価値

が変わってくるのですね。

園固 まったく違いますね。

中川 売主がしたリフォームは、実は資産価値

をうまく上げられていない。要するに、リフォ

園田真理子（そのだ・まりこ）氏

1957年石川県生まれ。 1979年千葉大学工学部建築学科卒業。

1993年千葉大学大学院自然科学研究科博士課程修了。（財）

日本建築センター建築技術研究所などを経て現職。専門は建

築計画学・住宅政策論。高齢社会に対応した住宅・住環境計

画について多数の研究、政策提言を行なっている。

ームをした主体の信用力とか技術力が信用され

ていない。それに対して不動産事業者とか再生

企業がやったリブオームは非常に信用されてい

る。

岡本保証がつくでしょう。

中川 そうですね。それで価値が上がるのです。

何を言いたいかというと、居住者がリフォーム

して、それを流通させるという国交省がめざす

モデルではなく、再生企業が聞に入って流通さ

せていくというモデルはとりあえずいま回りつ

つあるから、それをできるだけ推してあげるこ

とが必要だということです。そのときに、一度

買い取って販売すると不動産取得税などの税が

2回かかるので、そのへんは使い勝手がいいよ

うに考えていただけるといいと思います。

岡本高齢者用のものは、ですね。

園田 私たちは20世紀にたくさんの住宅を残し

てきたので、しっかりと後ろを振り返って、そ

れをマーケットに乗せることが必要だと思いま

す。そのさい、再生組織が入るほうが緊急性が

高い。それと同時にベーシックな200年住宅を
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つくる。これからの時代はそういう合わせ技が

必要で、新しいことばかりやるのではなく、過

去の大きな蓄積に対して手を伸ばしていく施策

がすごく重要だ、と思います。

岡本 金融面の応援も必要でトしょうね。

岡崎行政側からみると、融資とか税制が効果

的だというのはわかってきていて、そこは大事

に思ってはいます。特に融資でも、金利だけで

はなくて、貸せるタイミングとかお金が入って

くるタイミング、そのときの手間の話、これら

によってまったく使い勝手が違うというのは霞

が関の役人もわかってきているところです。

園田 本当にそこが重要で、そうでないと、住

宅マーケットが止まるどころか、日本経済の活

力が回らなくなってしまいます。「損して得取

れJなんていうのは素人考えかもしれませんが、

エンジンをかけるために税制や融資のところで

思い切ってやるべきところをやると、巡り巡っ

て最後は税収になって返ってくるし、経済的な

パイが拡大していく。いま住宅に関してはそう

いう視点がすごく重要で、そのなかで膨大な高

齢者のストックマーケットを前向きに動かすよ

うな仕掛けがほしいですね。

岡本十数年前に住宅業界に入ってもっとも驚

いたのは、これだけのストックがほとんど手段

として生かされてないことです。日本ではスト

ックが眠っている。それに引き換えアメリカは

大きく動いている。ストックが動けば金融も動

くということで、すべてが動くわけです。寝て

いる膨大なタンス貯金みたいなストックをいか

に動かすかということに国の施策なり民間のい

ろいろな知恵を出せば、高齢者住宅問題もその

一端として解決の方向に向かうような気がして

います。高齢者は住宅という形でストック資産

を持っているのだから、それが動きさえすれば、

いろいろな選択肢が聞けていろいろなことをや

れると思います。

るという選択肢を取った場合に、リパースモー

ゲージという手法があるわけです。リパースモ

ーゲージとは、貸し出した債権を住宅の資産だ

けで管理する仕組みなので、いくつかのむずか

しい点もあります。たとえば、バブルが発生し

てクラッシュするという影響をもろに受けるの

で、非常に大きなリスクをとることになる。ま

た長生きのリスクもとることになりますから、

リパースモーゲージは、選択肢のひとつとして

普及したほうがいいとは思いますが、はたして

決定的な方法になるかどうか疑問です。

岡崎住宅金融支援機構で住宅融資保険制度を

いま動かしていますが、そのなかで住宅の改良

資金などについてもリパースモーゲージを対象

にしようということを新たに試みていますが、

それを受ける側のメンタリティの問題や、海外

に比べて歴史が浅いために大数の法則でいろい

ろな定数が決まるという部分の蓄積がないので、

なかなか難しい面はあります。

ただ、住宅リフォームでも、 10年以上前に言

い出したころには業界でも一瞬盛り上がりまし

たが、その後停滞し、何年間やってもリフォー

ムの仕事は出てこないと言われつづけてきまし

たが、ょうやく最近になって、リフォームは大

事な柱の一つだ、といわれるようになってきて

います。やはり、新しい仕組みは何年間も続け

て熟成していかないと役に立たないということ

かもしれません。

中川 リフォームのリパースモーゲージの実績

は上がっているのですか。

岡崎来年度予算で要求しているという話です。

岡本私たちは民間としてはいち早くリパース

モーゲージをやっています。住み替え型リパー

スモーゲージですが、売買するのではなくて賃

貸に回すことが狙いです。そして何かあったら

売買する。しかし、まず直面したのが遺留分で

す。住宅の処分はご本人の印鑑だけではだめで、

ご本人が亡くなったときに、どこからか相続人

・リパースモーゲージの問題点 が出てくるので、なかなか処分できないという

中川評価がきちんとできたとして、住み続け 問題が起こります。法的にいえば、信託化して
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いれば処分の主体性は貸し手にあるわけですが、

いざというときに処分が難しいということがリ

パースモーゲージの難点の一つだと思います。

中川 信託化すれば解決できるわけですか。

岡本信託法上は、財産を全部信託しているわ

けですからね。そして、遺留分は民法上の権利

なので、その分を残せばいいわけです。つまり、

基本的にある種のお金の回収は可能なのです。

そこで、信託法の改正を国に働きかけたり、内

閣府にいって説明したりもしました。その結果、

昨年、信託法の改正がありました。福祉信託と

いう信託法です。それまでは、信託といえば商

業信託で、信託銀行が手がける信託は最低で、20

億円、報酬がゼ、ロコンマ数パーセントの世界で

すから、 5000万円や 1億円の家の信託では採算

が合わないのです。

園田桁が違いますからね。

岡本 そこで政府は法律を改正して民事信託、

いわゆる福祉信託をつくり、 100年先の子孫ま

で残せるような家族信託の制度をつくったので

す。ところが、プレーヤーがいない。

中川 どうしてですか。

岡本信託業法の壁があるからです。われわれ

としては、高齢者の資産処分に関して福祉信託

という新しい信託制度ができたのだから、信託

では利益をあげなくてもいい、家を建てるとか

売買するとか、そのあとの処理で手数料をある

程度もらうということをしてみたい。そういう

事業者でないと、たかだか5000万円とか 1億円

の物件では信託銀行は動かないからです。

中川 リフォーム資金であれば、それほど高額

ではありませんが、その場合のリパースモーゲ

ージでも、なにか問題はありますか。

岡本金額が小さいので、保険会社もその保険

はある程度ゃるのではないかと思います。外国

ではリパースモーゲージ保険というのがありま

すよね。

園田 いま住んで家を担保に差し出してお金を

借り入れて月々使い、最後的に処分するという

純粋型リパースモーゲージは、 80年代から90年

中川雅之（なかがわ・まさゆき）氏

1961年秋田県生まれ。 1984年京都大学経済学部卒業後、建設

省入省。大阪大学社会経済研究所助教授などを経て現職。経

済学博士。専門は、実験・実証的手法を用いた都市住宅政策

の経済分析。公共政策の政策評価、 NPMなどの新しい行政

技術を用いた効率的な政策の企画立案に資する教育、研究を

行なっている。

代にかけて、そして現在に至る土地の乱高下を

見ていると、日本でいますぐにできるかという

と、かなり疑問に思います。ただ、自分が持っ

ている土地・家屋がどのくらいの資産価値を持

っているのかを常に把握しておいて次の選択を

考えるようになれば、高齢者のビへイビアもそ

うとう違ってくると思います。もちろん、簿価

とか路線価は今でもわかりますが、上物も含め

た価値評価を常に把握しておくことができれば、

いくらまで借りることができるかがわかつて安

心料みたいなことになるわけですから。まず枠

組みを作るという意味での評価は大きいと思い

ます。

・「カタツムリ型からヤドカリ型へ」

園田 ところで、土地価格や新築住宅価格は激

しく乱高下していますが、賃貸料のほうはわり

と安定的に推移しています。そこでいま、［移

住・住みかえ支援機構」という有限責任中間法

人で、持ち家借上げ制度の試みをはじめていま

す。私は「カタツムリ型からヤドカリ型へ」と
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いっているのですが、いままでの家は中身と殻

が不可分のカタツムリ型で、自分にカスタマイ

ズして建ててきました。しかし、寿命が60年か

ら80年に20年も延びるという生物的に異常な進

化を遂げた現在、どう考えてもカタツムリ型は

あまり賢い住み方とはいえない。そこで、中身

と殻を分離して、殻の大きさに合う若い人に殻

を借りてもらう。そして自分は中身に合った殻

を借りて住む。そうすれば、若い世代と高齢世

代がともにウィン・ウィンの関係になるという

わけです。

若い人が安い家賃で家を借りてしまうと新築

需要がなくなってしまうのではないかとハウス

メーカーは心配しているようですが、そんなこ

とはないと思います。とにかく古い家にでも 1

回住んでみると、住み心地のよさということに

対する目が肥えてくる。果報は寝て待てではな

いけれども、しばらく住んでみて、若い人たち

が学習して、もっといい住宅を買ったり建てた

りしてくださる。そういう新しいマーケットの

作り方もあると思います。

ですからリパースモーゲージを、高齢世代の

安心だけのためではなく、若い世代も巻き込ん

で、「流通」に関する新しいビジネス展開とい

うところまで広げていくことが必要だと思って

います。

郊外居住高齢者と
コミュニアイ

・「集合jから「集住jへ
中川 たとえば現在の持ち家が適正に評価され

て処分できたとします。あるいは借り上げても

らって賃貸収入が入るようになったとします。

そして65歳で移転して住み替えたあと、約20年

生きるわけですが、そのときの住まい方のイメ

ージがまだ描ききれていないように思いますが

園固 まったくないですね。
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中川 それは結構しんどいことで、たとえば持

ち家を処分して有料老人ホームに入居したとし

ます。有料老人ホームは基本的に長生きリスク

を処理してくれますから、ず、つといることがで

きて安心かもしれませんが、あまりおもしろく

はなさそうに思います。ところが、高齢者優良

賃貸住宅に入居したり、マンションを購入した

りしたときには、長生きリスクは自分で処理し

ないといけないわけですね。要するに、住み替

えたあとの住まい方のモデルを描ききれていな

いし、描ききれていないところには行政もサポ

ートできないのかもしれませんけれども・・

住み替えたあとの住まい方みたいなものを想定

して、それに合致するような施策を用意すると

いうことが必要になるような気がします。

岡崎基本的にそういうところに役人はあまり

気がつかないというのが批判されるパターンで

すが、今回モデル事業でいろいろなアイデアが

ほしいと考えています。ただ、たとえば有料老

人ホームというモデルでも、入居段階で高額な

一時金が必要になりますが、住宅を売ろうとし

てもパブ、ルの変動でひどい目に遭う可能性もあ

る。そのへんをどうキャンセリングしていくか。

また、有料老人ホームに入って一時金を払った

のはいいけれども、次の日に倒産してしまった

というケースもありうるわけで、大きなリスク

を実は負っているわけです。そういうところに

ついて地道に対応していくということも必要で

す。もう一つは、先々を見て、いまあるモデル

よりもっといいものを探していくという必要性

もあり、両方をやっていくのだろうと思います。

向本住み替えをしたあと、女性であれば20数

年間、男性も20年近く住むわけですから、そこ

でいかに人生を充実させるか、豊かな生活がで

きるかがポイントになる。そこで私は社内では

「集合住宅」という名前を変えようといってい

ます。「集合」というのは建物中心であり、こ

れからは「集住Jがキーワードになる。つまり

一緒に住むという価値を見出す社会をつくって

いかないと、老人問題も子どもの問題も家族の



問題もないと思っています。

アパートを造るにしてもマンションを造るに

しても、すべて「集住」という視点、で考える。

外廊下があって、入り口を全部閉ざして、だれ

が住んでいるかわからないというアパートでは

なく、廊下ではなく前に通りをつくる。カーテ

ンを開けていれば、だれが通っているか全部見

える。「こんにちはj「おはよう」と言い合える

ような一種の長屋みたいなアパートにする。建

物がかたまっているのではなくて、人がかたま

っている。そのための建物はどうあればいいか

というふうに発想を転換したらいいのではない

か、そう考えていま試験的な建物を造っている

ところです。

園田 すごく重要なポイントですね。私はこの

3年ぐらい郊外の住宅地を追いかけていて、あ

る日突然気がついたのですが、なんと郊外住宅

地の今は、アメリカのリタイアメントコミュニ

ティと同じだ、ったのです。住んでいる人の半分

以上が50歳以上とか65歳以上で、きれいに手入

れされた戸建て住宅が並んでいる。ただ、アメ

リカのリタイアメントコミュニティはそれにゴ

ルフ場がくっついていたり、クラブハウスがあ

ったりして、 3万人から 4万人規模だ、ったりす

るのですが、日本はきわめて質実剛健にできて

いる。

日本人は悲観主義で、戸山団地で60歳以上の

人が半分を超えると「限界団地Jとかいうわけ

ですが、発想を転換して「自然発生的リタイア

メントコミュニティ」と考えればいいわけです。

集住していることの楽しさとか安心感、同じ時

代を経験し、同じライフヒストリーみたいなこ

とが共有化できる人たちが近くに住んでいるこ

とをポジティブに考えれば、その集住は限界団

地どころか、遊び友達がたくさんいるコミュテ

ィということになる。

さきほど中川さんは「長生きリスクJとおっ

しゃいましたが、長生きを「リスクjと呼んで

しまうので、だれかにリスクをとってほしいと

いう発想になってしまうわけです。 70歳でも75

歳でも働き方のスタイルをもっと多様化して、

いわゆる労務として働くのではなくて、生きが

いとか社会参加とか、いろいろな働き方があっ

ていい。そうだとすれば、長生きする分をリス

クとして誰かに投げるのではなくて、自分の中

に取り込んでいく。そして、お金の面でも住ま

いの面でも、 80歳から90歳まで生きることを前

提に考えて設計するというイノベーションを行

なうと、住宅というのは結構やることがたくさ

んあるように思います。

岡本住宅メーカーはとかく近視眼的になりが

ちですが、旭化成では10年ほど前からペットの

研究を始めました。ベットは住宅のなかでとて

も大事な要素になる、家族になる、と考えたか

らでした。そして、犬や猫を飼うことができる

賃貸住宅商品を出したのです。従来の賃貸集合

住宅は駅から10分程度の範囲内に建築すること

が多かったのですが、ベットと住める集住型賃

貸住宅にすることで、駅から15分の距離でも建

てることができるようになりました。しかも家

賃が高いのです。住んでいる人はみな女性で、

ペットを飼っている。ペットを通じて価値観が

一緒だから、強い連帯感が生まれる。お互いの

名前は、犬の名前をとって、「何々ちゃんのお

母さん」と呼び、合っている。そして、たとえば

出張のときには、お互いにペットを預けあって

いく。

園田 ペットには毎朝ご飯をあげなければいけ

ないし、散歩をしなければいけないということ

で、リタイアした生活にある一定のリズムと拘

束力を与えてくれる。まさに「何々ちゃんのお

父さん、お母さん」で、ペットに話しかけるこ

とで自然に会話が弾むのです。

2010年には日本でいちばん多い世帯型は単身

世帯になります。これまでは、住宅政策の上の

暗黙の了解で、 2人以上で住む世帯は国交省が

面倒をみて、単身者は厚労省がみることになっ

ているのですが、ペットの存在を考えると、 1

人プラス 1匹が住む住宅を考慮しなげればいけ

ないということになりそうですね。
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．グランパ・アネックス、グラニー・ペンション

中川 先ほど園田さんは郊外が自然発生的にリ

タイアメントコミュニティになっているとおっ

しゃいましたが、本当に大丈夫なのですか。

園田 大丈夫なところと大丈夫でないところが

あります。

中川 もしも政策的に、あるいはアカデミズム

で、または民間の事業者として何か考えていく

要素があるとしたら、郊外の高齢者が集中して

いる地域ではどういう配慮が必要になってくる

のでしょうか。

園田 そこに住んでいる人を主役にして、その

人たちが知恵や力やお金も出す仕掛けを考える

ことが重要です。郊外の最大の問題は、土着の

地家主が土地活用のために何か事業をしても、

郊外の一戸建てにたどり着いた方はそういうも

のがきらいで、ましてや、そうした賃貸住宅に

住み替わることなど考えられません。ですから、

郊外一世が自分たちで仕組みゃサービスを考え、

費用負担も含めて循環するような仕組みが必要

だと思います。

たとえば、その地域にゴルフ場やスポーツク

ラブをつくったりすることはできないけれども、

地域に住む人たちをある程度グループでまとめ

て、ゴルフツアーにf子くとか、スポーツジムと

提携するというような付加価値をつけていけば、

駅から離れていてパス便の郊外住宅地であって

もず、いぶん違ってくる。

もう一つは、実は郊外に行くと、女性は元気

なのですがお父さんの居場所がなく、老後の暮

らし方のストーリーがない。男の人は仕事部屋

や自分のアイデンティティが確認できる空間を

欲しています。いま実験的に考えているのは、

丘の上の一戸建てから駅に下りてきた近くに、

「グランパ・アネックスJをつくるというアイ

デアです。おじいちゃんの仕事部屋とか、男の

家でもいいのですが、そのうちに奥さんもとき

どき来るようになり、けっこう便利でいいとい

うことで、行ったり来たりする。そういうふう

に暮らし方をオルタナティブにしておいて、自
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分で選択していくわけです。

あるいは、丘の上の大きな一戸建てでご主人

を看取られて、おばあちゃんが独りで住んでい

るという状況もあります。おばあちゃんたちは

おしゃべりが好きなので、ちょっと大きなペン

ションみたいな建物一一それを「グラニー・ペ

ンションj と呼んでいるのですがー一ーをつくる

というアイデアです。そこに来るとだれかがい

ておしゃべりができるし、ちょっとした催しが

できる。

中川 それはエリアマネジメントと同じですか。

園田 同じところもあるけれども、それを動か

すのは地域のリーダーで、行政がやるというの

とはちょっと違いますね。

中川なるほど。

園田 ハウスメーカーでもないし、自主的に湧

き上がってでてくるかといえば、ちょっとまだ

距離があります。そういうようなことの仕掛け

人がなかなかでてこないところがネックになっ

ているのですが……。

岡本実は私たちは、そういう試みをすでにい

くつかやっています。私たちの会社の家を建て

た方のコミュニティを地域別に作って、鎌倉の

散策とかいろいろなイベントを定期的に開催し

て、お互いに交流していただいています。そう

すると、一定地域内のご夫婦同士がお互いによ

く知っている仲になって、いずれいっしょに暮

らすということになるかもしれません。

また、近所の人に展示場に集まっていただい

て、家の手入れの方法を「住まいの学習塾」と

いうかたちでお教えしています。とにかく同窓

会ではありませんが、日ごろから何かにつけて

集まるような機会をつくって、お互いに交流し

ていたら、そのあとのステップが非常にやりや

すくなると考えています。

それからもう一つ、地方の問題についても、

地方都市あるいは地方の最大の資産が何である

かを地方行政は考えるべきだと思います。たと

えば、地方にある田畑や川や温泉といったもの

の複合的な価値が資産ですが、それがいまはマ



イナスイメージでしかとらえられていないから

です。たとえば、千葉のある地域の休耕の畑を

個人で借りて東京から行って耕している人が結

構いる。そうだとすれば、そこにビレッジを作

って、空き家になっている古い大きな民家を改

装して、宿泊できるようにすれば需要は必ずあ

る。民家の改装費は地方自治体が応援する。そ

こに 3日間も泊まれば、たぶんみんな健康にな

ると思います。

・ソーシャルキャピタル価値の顕在化

中川 園田さんがおっしゃるように、グループ

としてきちんと地域を管理しているところのほ

うが資産価値が下がらないから、住んでいる人

たちはエリアマネジメントをきちんとやるとい

うインセンティブがある。また、岡本さんには、

ハウスメーカーとして行ニなっているいろいろな

イベントを紹介していただきました。それは社

会的な責任はもちろんあると思いますが……。

岡本 それが半分。あと半分は将来のビジネス

を考えてのことです。そういう人たちがいずれ

お年になられる。私どもの家はわりあい大きい

のですが、ご高齢になったら、たとえばそれを

お貸しになって、われわれが用意するビレッジ

に移っていただく。あるいはリパースモーゲー

ジなりほかの方法で資産活用して、豊かな生活

を実現していただく。その前段階としてのコミ

ュニティをお互いに作っておこうということで

す。したがって、企業的な視点で言えば、それ

は社会的に必要な顧客を作っているというイメ

ージです。

中川 さきほど私は住み替えたあとのイメージ

がわかないと言いましたが、戸建て住宅に入っ

たあとにビレツジに移り住むという時系列全体

のなかでのそれなりのイメージを持ってビジネ

スをされているわけですね。

園田 たぶ、ん岡本さんと私が意気投合している

のは、いわゆるソーシャルキャピタル（社会関

係資本）をきちんと価値として顕在化していこ

うという共通の認識があるからだと思います。

そのための戦略としては二つあって、いろいろ

なところで出会いの場を作って、新しいコミュ

ニティを形成するという「テーマ型コミュニテ

ィjあるいは「目的型コミュニティ jがひとつ

です。同好の士を募っていって、ある一つの空

間で生活を始めるということです。もう一つは、

「地域型コミュニティ」あるいは「土着型コミ

ュニティ」で、いまキ艮づいているところにその

まま居続けることによって、その地縁性をソー

シャルキャピタルとして顕在化していって、価

値を高めていこうというものです。

岡本ハウスメーカー各社とも、その両方の戦

略を進めていて、その点では国が進めているの

とだいだい同じ方向で動いているというイメー

ジですね。ただ、私が一番心配しているのは、

昔造った家の資産価値をどうやって享受できる

ようにするかということですか。

園田 そこにボリュームがありますからね。

岡本だから、国も少しお金を入れ、民間も知

恵を出し、金融機関もある種のリスクを冒して、

社会全体でそこの方の安心を作っていくことが

必要で、税金もかかるし企業の負担になるかも

しれないけれども、結果的には経済の内需の大

きな部分になっていくと思います。

．部分最適ではなく全体最適を

中川 ここでイギリスの例を考えてみたいので

すが、サッチャ一首相のときには、地方自治体

を飛び越えて国が直接エンタープライズ・ゾー

ンを指定して企業にやらせるような取り組みで

した。ところがブレア首相になって、地方自治

体ベースで、ある地域に対して各省庁の予算と

か権限とかそういうものを全部持ち寄ってワン

ストップにして、お金を入れて、 NPO（特定

非営利活動法人）や企業の取り組みも入れた統

一的なエリアマネジメントをf子なうような即地

的な計画を実行したわけです。これが統一再生

予算ですが、特にスラムや郊外の団地などを含

めたダメージを受けた地域についてはハードだ

けでなく、教育も就職も職業訓練も公営住宅に

高齢社会の住まいをどう考えるか 15 



ついても統合的な取り組みが行なわれたことが

評価されています。

それと比較して考えると、今回の国の政策は、

高齢者は基本的に都道府県単位の取り組みとい

うことなので、良いことだとは思いますが、厚

労省と国交省の聞の連携を深めるという政府の

狙いのなかに、エリアマネジメントとかコミュ

ニティを含めた統合的な試みができるような器

があればもっと良いと思います。

岡崎実は小泉改革で補助金が交付金に組み替

えされていて、国交省も厚労省もそれぞれ交付

金制度を持っているので、それぞれが公共団体

に対して交付金を交付すれば、公共団体がやる

といえばできてしまう仕組みに、お金の面では

なっています。そのうえで新たな器を作ると、

また細分化して煩雑になるという話もあってな

かなか実現できないのが実情です。

また、地方分権で、地方に権限も能力も下ろ

しているので、基本的には地域のリーダーなり

能力のある人がいて、そこをまとめきれたとこ

ろが動いてよくなるだろうし、そうでないとこ

ろは実は動かなくなることが危倶されます。今

回のいろいろな制度改正の議論を契機にして、

そういう意識のある人ができるだけ動きやすい

仕組みを作っていきたいと思っています。

園田 いま地域にいるいろいろなステークホル

ダーに対して地域住宅交付金だけではなくて、

福祉の交付金とか教育の交付金などを合わせて

一本化するというところまで地方がまだついて

こられないというか、これからだというところ

ですね。

岡崎そうです。

園田 そうだとすれば、民聞がイニシアチブを

とってもいいと思うので、いろいろなステーク

ホルダーが集まって侃侃誇誇やる。資金面では、

いろいろな交付金をどうやってつなぎ合わせて

おもしろいことができるかということを考える。

一種のコンペティションというか、お祭りみた

いなものでもいい。そう考えると、「安心プラ

ン」というイメージは、少し静的な感じがしま
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すね。

岡本 ダイナミックじゃないですね。

岡崎具体化に向けてモデル的な取り組みのと

ころで何ができて、何が支援できるかというこ

とになると思います。

岡本われわれの会社の中でも最大の問題は

「部分最適」の考え方なのです。部分最適とは

基本的に超短期です。ですから、大きな流れの

なかにストーリーがない。そこにスポットライ

トを当てるとすばらしいように見えるけれども、

ストーリーがないから次の成長に結びつかない。

イノベートされていかないわけです。

たぶ、んいまの省庁聞の問題や交付金の問題も

すべてが部分最適での評価になっている可能性

がある。政治も政策も全体最適という概念で見

たうえで部分を見ないと、国民にイメージが見

えてこない。高齢者の住宅というよりは高齢者

の豊かな生活を実現するために、全体最適とい

う概念で省庁聞の問題も見直していただく必要

があるかもしれません。

岡崎方向性はそのとおりだし、私たちもそう

思ってやっています。「住宅」ではなくて「居

住jとしたのも、そういう理念の下でやってい

るからですが、昔の考え方に沿ったいろいろな

制度が残っているので、使いにくいところは順

次変えていって、社会の新しい要請に合わせて

いこうということを今やっている途中なのです。

中川 私も霞ヶ関に席を置いたことがあるので

わかるのですが、政府はそれほど多くの情報を

持っていないのが現状です。地方公共団体の福

祉部局と住宅部局の担当者を集めて聞いてはじ

めて生の情報が入る。民間の技術情報もあまり

入ってこないので、高齢者の居住に関する取り

組みの長期モデル事業のなかで民間の技術情報

など吸い上げて、制度をもっと進化させていく

ようにしていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

(2008年10月28日収録）



工ディトリアルノート

住宅市場の把握のために 1時点 より適切に推計されることから、 制が存在する場合と規制が存在し

で多くのサンプルを集めたデータ 世帯の諸要因による転居傾向をよ ない場合を比較して、政策の便益

をクロスセクションデータと呼び、 り的確にとらえることができる可 を推定している。また、規制によ

ひとつのサンプルについて時系列 能性を示している。ただし、直井 って設計や資材の変更が強いられ

的に調べたデータをタイムシリー 論文で報告されたモデルを比較す るための建設費の変化を推定して、

ズデータと呼ぶ。この 2つの特徴 ると、サンプルセレクションモデ 政策の費用を求めている。基本的

を兼ね備えた、複数の同一調査対 ル（脱落傾向を加味したモデル） には現状の傾向をそのまま外挿し

象を時系列的に追跡したデータを が、すべての変数において改善さ た予測となっているため、傾向が

パネルデータと呼ぶ。パネルデー れているとはいえず、今後の改善 変われば予測値も変わることに注

タでは、時点間比較と調査対象の の余地がある。 意する必要がある。

違いによる比較とを同時に行なう パネルデータは、住宅市場の理 分析の結果、短期的には費用を

ことができ、潜在的には多様な分 解のために多大な示唆を与えてく 上回る便益が得られず、全体とし

析を行なうことができる貴重なデ れる可能性がある。しかし、サン ても費用に比較して便益が小さい

一タである。 プル脱落というパネルデータ特有 ことが判明した。その理由として、

ところが、調査対象が人の場合 の問題点に対して適切に対処しな 建築物の耐周年数がきわめて長い

には、継続的な調査の拒否や、居 いと、場合によっては誤った結論 こと、規制に対応するための追加

所が不明となって調査不可能にな を導いてしまう危険もある。直井 的費用の変化が大きいことを戒能

ることが多々ある。このサンプル 論文は、その重大な警鐘を鳴らし 論文は指摘している。このことを

脱落という現象は、サンプル数を ているとともに、そのための対処 もって、既存建築物のエネルギー

減少させ、また残ったサンプルに 方法を示唆するものとして、大き 効率向上を促進する措置が合理的

バイアスをもたらすため、分析結 な貢献をしていると言える。 と結論づけている。

果にもバイアスを生ぜしめる可能 ⑨ 今後の長期的な傾向から考える

性が高い。特に住宅の場合には、 省エネルギーは重要な国家的課 とエネルギー価格は上昇すること

転居が追跡不能原因になりやすく、題となっており、建築分野でもそ が想定され、その場合には費用便

そのために転居率には下方ノてイア の推進が必要とされている。省エ 益比は改善する可能性がある。ま

スがかかることが想定される。 ネルギーを促進するために、省エ た、省エネルギー技術の発展によ

直井論文（「パネルデータによ ネルギ一法によって基準規制が導 り、同じ省エネルギー効果でもよ

る家計の転居行動分析J）は、こ 入されているが、その効果につい り廉価な建設方法が普及する可能

のサンプル脱落の効果を統計的に ては十分な検討がなされていない。性も考えられる。しかし、新築建

調べた研究である。サンプル脱落 戒能論文（「省エネルギー判断基 物だけでは省エネルギー効果が小

の統計的効果の説明は直井論文で 準規制の費用便益分析と定量的政 さいという戒能論文の結論は十分

ていねいに記述されているため、 策評価」）は、この点での貢献を に傾聴に値する。今後精織な予測

ここでは結果について述べたい。 試みている。 を行ない、政策効果をより正確に

分析結果によれば、世帯主が40 戒能論文では、建築物の業種 推計することにより、適切で効率

代、有配偶者、女性世帯主などの 別・用途別エネルギー消費量の将 的な省エネルギー政策の推進が望

場合に転居が少なく、それを加味 来推計を行なっている。具体的に まれる。 (Y ・A) 

すると、明瞭に転居率が高く推計 は、将来の床面積を推定し、エネ

されることが示されている。また、 ルギー効率をもとにエネlレギー消

転居率だけではなく、転居関数が 費量を推定する。そのうえで、規

エディトリアルノート 17 



研究論文

パネルデータによる家計の
転居行動分析

直井道生

はじめに

わが国の住宅市場は、国際的にみても流動性

が低いことで知られている（Long,1991；金

本 1993）。このことをもっとも顕著に表すのが、

家計の転居率である。住宅・土地統計調査によ

れば、 2002年の 1年間に転居を行なった世帯の

割合は約5.6%であり、 American Housing 

Surveyから計算された米国における転居率

(16.3%）と比較して、顕著に低くなってい

るI）。

住宅消費の変化は、住宅の新築・増改築、中

古住宅の購入、新たな借家への移動などを通し

て生じるが、こうした変化の多くは転居を伴っ

ている。したがって、転居は家計のライフサイ

クルに応じた最適な住宅消費水準への調整プロ

セスにおいて重要な役割を果たす家計行動であ

ると考えられる。

このような問題意識のもと、先行研究では転

居行動のさまざまな規定要因が検討されてきた。

代表的なものとして、住宅資産価格の変動によ

るnegativehousing equity (Henley, 1998）、

労働市場における不確実性（Kan,2002）、ライ

ブコースにおける結婚や出産などのイベント

(Clark and Huang, 2003）などが挙げられる。

また、わが国における家計の転居、住み替え行

動を分析した研究として、特に住み替え関連優

遇税制や借地借家法などの税制・法律制度に焦

点を当てた Sekoand Sumita (2007）および瀬

古・隅田（2008）が存在する。
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家計の転居とそれに応じて決定される居住期

間は、いずれも動学的な最適化行動の結果とし

て得られるものである。したがって、このよう

な意思決定を分析するには、ある一時点で特定

のグループの家計に転居が生じたか否かを示す

クロスセクションデータではなく、時間を通じ

て同一家計を追跡したパネルデータを用いるこ

とが望ましい。このようなデータに関する要請

は、 Davies and Crouchley (1984) , Davies 

and Pickles (1985）による PSIDを用いたシ

ミュレーション分析からも示唆されている。実

際、近年ノfネルデータが広く利用可能となって

きた状況を反映し、前述の先行研究では、いず

れもパネルデータを利用した転居行動の分析が

行なわれている。

しかしながら、個人や家計を対象としたパネ

ル調査においては、対象者の転居などに伴って

追跡が不可能になったり、調査のある時点てる、

対象者が以降の調査への協力を拒否したりする

ことによって生じるサンプル脱落（sample

attrition）の問題が存在する。一般に、対象者

の転居は追跡を困難にするため、サンプル脱落

は対象者の住居移動行動と強い関連を持つこと

が予想される。

もし、転居を行なった家計が選択的に対象か

ら脱落するのであれば、分析者が手にするデー

タセットには相対的に転居性向の低い家計が集

中することになる。こうしたサンプル脱落の発

生は、パネル調査におけるサンプルの代表性を

損なうだけでなく、特に分析の対象となってい



る経済主体の行動とサンプルの脱落が独立でな

い場合には、そのデータによって得られた推定

結果にバイアスをもたらすことが知られている。

本稿では、 2004年から実施されている「慶鷹

義塾家計パネル調査」（KeioHousehold Panel 

Survey ；以下KHPS）を用いて、家計の転居

行動を分析する際に、サンプル脱落が与える影

響を検証していくこととする九前述の理由か

ら、住居移動を分析する際にはサンプル脱落バ

イアスを考慮することが不可欠であると考えら

れる。

分析の結果、パネルデータを用いた家計の転

居ハザード関数の推定結果には、サンプル脱落

による下方バイアスが存在されることが示唆さ

れた。また、年齢階級・住宅の所有形態別にみ

た推定モデルから予測される各家計の転居確率

は、いずれのグループについてもサンプル脱落

を考慮しない場合に小さくなることが確認され

た。

本稿の構成は以下のとおりである。まず、第

1節で、パネルデータにおけるサンプル脱落とそ

の影響を簡単に解説する。そのうえで、第2節

で分析に用いる慶臆義塾家計ノfネル調査の紹介

と現時点までのサンプル脱落の状況を概観する。

第3節では分析モデルの紹介と、サンプル脱落

ノfイアスの存在を考慮した家計の転居ノ、ザード

関数の推定を行なう。第4節は結論と今後の課

題である。

lパネルデータにおけるサンプル脱落

サンプル脱落は、大きく分けて（1）サンプルサ

イズの減少、（2）母集団からの希離、（3）サンプル

脱落ノfイアス、という 3つの問題を生じさせる。

(1）はサンプル脱落に伴って、調査の対象者数

が減少することで、パネルデータを用いた各種

の推計の精度が低下する推定量の効率性の問題

として理解される。また、（2）は特定の属性をも

った対象者が選択的に脱落することで、母集団

における属性の分布と調査対象者の属性の分布

が希離するという問題である。前述のとおり、

なおいみちお
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対象者の転居は追跡を困難にし、結果としてサ

ンプル脱落が生じやすくなることが知られてい

る九そのため、パネルデータへの継続回答者

は転居を経験しない（もしくはする可能性の低

い）家計に偏ることが予想される九実際、後

述するようにパネルデータから計算された家計

の転居率は、対応するクロスセクションデータ

による転居率よりも0.5～1.6%程度小さくなる。

最後に、（3）は、特に分析の対象となっている経

済主体の行動とサンプルの脱落が独立でない場

合には、そのデータによって得られた推定結果

にバイアスが生じるという問題であり、以下で

は、特にこの点に焦点を絞って転居行動の分析

におけるサンプル脱落の影響について議論を行

なう。

パネルデータにおけるサンプル脱落は、基本

的に調査から脱落したサンプルについての情報

がそれ以降の調査において観察不可能になると

いうサンプルセレクションの問題として理解さ

れる。

図 1は、分析対象となる変数が選択変数（サ

ンプル脱落）と系統的な正の関係をもっ場合の、

サンプルセレクションバイアスの影響を模式的

に表したものである。図の縦軸は分析対象であ

る被説明変数、横軸は特定の説明変数を表すも

のとする。ここで、説明変数xは被説明変数

と脱落確率のいずれに対しでも正の影響を及ぼ

すケースを想定している5）。

図1の左側は、サンプノレ脱落が存在しない理

想的なケースについて、説明変数xと被説明
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変数yの関係を図示したものである。このケ 表 1~KHPS における脱落率と転居率

一スでは、説明変数xは被説明変数yに対し

て正の影響を持ち、その平均的な効果は線分

AAで示される。一方で、図の右側にはサンプ

ル脱落によって特定の標本がサンプルから脱落

したケースを図示している。前述のとおり、家

計の転居はサンプル脱落を誘発する要因となり、

かつ説明変数xが脱落確率に正の影響を及ぼ

すケースを想定しているため、サンプル脱落は

図の点線で固まれた部分 （x,Yがともに大き

い領域）で比較的多く発生することになる。結

果として、説明変数xの平均的な効果は線分

BBで示され、その傾きは従前のケースに比べ

て絶対値で見て小さくなることがわかる。同様

の結果は被説明変数と脱落確率の双方に対して

負の影響を与えるような説明変数についても成

図 l サンプル脱落の影響

y 

．
 

．．
 

．．
 ・E．

 
．
 

．
 
．
 
．
 
．
 
・．
 

"A 

り立つ。

逆に、被説明変数に対する影響とサンプル脱

落に対する影響の符号が異なるような説明変数

に関しては、係数は過大に推計されることにな

る。本研究の分析対象である転居行動は質的変

数であるため、議論は若干複雑になるものの、

本質的な構造は変わらない。

2データセット

慶慮義塾家計パネル調査

家計の転居とそれに応じて決定される居住期

間は、いずれも動学的な最適化行動の結果とし

て得られる。このような意思決定を分析するに

は、ある一時点で特定のグループの家計に転居
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.・－ ー‘・

B 

B 

x Jに

調査年度 対象者数 脱落率 転居率

2004 4,005 5.1% 

2005 3,314 17.3覧 4.9覧

2006 2,884 13.0% 4.0% 

2007 2,636 8.6覧 4.4% 

が生じたか否かを示すクロスセクションデータ

ではなく、時聞を通じて同一家計を追跡したパ

ネルデータが必要となる。

本稿では、家計の転居に関する情報のみなら

ず、転居行動を規定する対象者の就業や住宅属

性に関する豊富な情報を備えているデータセッ

トとして、慶麿義塾家計パネノレ調査（KHPS)

を分析に利用している。 KHPSは、慶臆義塾

大学経商連携21世紀COEプログラムの一環と

して2004年から継続して実施されているパネル

データであり、初年度の標本は無作為に抽出さ

れた全国の20歳から69歳までの男女4005名から

なる。調査は毎年 1月末日を期日として実施さ

れ、現時点では第4波（2007年 1月実施）まで

のデータセットが利用可能となっている。

現時点で利用可能な第4波までの KHPSの

サンプルの脱落率を表 1に示した九 KHPSの

各年の脱落率をみると、第2回調査（2005年）

が17.3%であるのに対し、第 3回調査（2006

年）では13.0%、第 4回調査（2007年）では

8.6%と徐々に低下している。この数字は、他

のパネル調査と比べて、比較的高い数字になっ

ている。たとえば、わが国における代表的なパ

ネル調査である「消費生活に関するパネル調



査Jの各年の脱落率は、 1993年開始のコホート

Aで5.2%（第 2波）、 5.2%（第 3波）、 3.7%

（第 4波）となっている。ただし、 1997年開始

のコホート Bでは、対応する脱落率はそれぞれ

11.6%、6.8%、6.3%となっており、最近のコ

ホートほど脱落率が高くなっている。このよう

な傾向を考慮すると、 2004年に開始された

KHPSの脱落率の高さは、昨今の個人情報保

護の流れからくる調査環境の悪化によって部分

的には説明可能であると考えられる九

また、表 1の右側には、各調査時点における

前年 1年間の転居率を示した。これらの転居率

は、いず、れも官頭のクロスセクションデータに

基づく転居率よりも低くなっており、かつ調査

回数を重ねるに従って、低下する傾向がみられ

る。これは、転居を経験した家計が選択的にサ

ンプルから脱落する結果、パネルデータにおけ

る転居率は過小に推計されるという前述の説明

と整合的である。

変数

分析の対象となる家計の転居は、 t-1時点か

らt時点にかけて住居移動が起こったことを表

すダミー変数で表される。具体的には、各年の

調査における「あなたは 1年前に現在の住所と

同じところに住んでいましたか」という質問項

目に対して、「現在とは異なる住所」と回答し

た場合1、「現在と同じ住所」と回答した場合O

を取るような変数として定義される。サンプル

脱落の存在によって、家計の転居に関する情報

は、調査対象者iがt時点の調査に継続して回

答しているときのみ観察可能である。

転居行動の規定要因としては、先行研究を参

考に、世帯主の個人属性（年齢・配偶関係・教

育水準・就業状態）町、世帯属性（世帯員数・

世帯所得）、住宅属性（居住室数・住宅の所有

形態）に関するいくつかの変数を作成した。以

下では、特に説明が必要であると思われるもの

について詳細を述べる。

世帯主の年齢については、先行研究から、若

年および高齢者で転居性向が高くなるという非

線形の関係が示唆されているため、 10歳階級の

ダミーを作成し、分析に用いている。また、就

業状態に関しては、調査の前月の就業状態をも

とに定義した世帯主の有業ダミーへ同様の定

義に基づく夫婦の共働きダミー、および世帯主

が定年退職しているか否かを示すダミー変数を

作成した。このなかで、共働き世帯は職探しに

関するサーチコストが高くなるものと予想され

るため、転居確率には負の影響を及ぼすものと

期待される。

対象者世帯が居住する住宅属性に関する変数

としては、最適な住宅消費からの希離を表す変

数として、実際の居住室数と必要とされる居住

室数の差を定義している。家計のライフサイク

ルに応じて、必要とされる居住スペースの大小

は変化するため、実際の居住室数との希離は、

調整のための転居を促進するものと考えられる

(Davies and Crouchley, 1984 ; Davies and 

Pickles, 1985 ; Clark and Huang, 2003）。必要

とされる居住室数に関しては、先行研究に倣い、

18歳以上の世帯員については 1人 1部屋を割り

当て、 18歳未満の世帯員については、向性の場

合 2人で1部屋を割り当て、余りが出た場合に

は10歳未満であれば性別にかかわらず2人 1部

屋を割り当てるものとして定義した10）。

3家計の転居行動とサンプル脱落

家計の転居行動の分析モデル

家計の転居行動を分析するための方法として

は、データの特性に応じていくつかの推定手法

が考えられる。本稿では、 Henley (1998), 

Clark and Huang (2003）等の先行研究に倣い、

離散時間ハザードモデルを適用して分析を行な

J『11)
ノ O

いま、家計のインデックスを iで、居住期聞

をtで表すこととし、分析の対象となる家計の

転居関数を次のようにモデル化する山。

Yu ＝θ（t) ＋βXit 1十Cit (1) 

ただし、 Yit＊は観察できない潜在的 (latent)
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な連続変数であり、実際に観察される家計の転 いている 14)

居イベントに関して ここでは、（1）式の転居関数および、（3）式のサン
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を仮定する。ここで、 θ（t）は基底（ベースラ

イン）ハザード関数13）、 xit-1は前述の説明変

数ベクトル、 εItは正規分布に従う誤差項であ

り、 βは推定されるパラメータである。

前述のとおり、転居ダミーは、 t-1時点から

t時点までの 1年間に転居を経験したか否かに

関するものなので、これを規定する前述の説明

変数については原則として前年の調査時点、の値

を用いている。

もしサンプル脱落が存在しないのであれば、

(1）式をプロビット推計することで家計の転居確

率が推定できることになる。しかしながら、前

述のとおり分析対象である Yitは、家計iがt

時点の調査に継続して回答しているときのみ観

察可能な変数である。本稿では、このようなサ

ンプル脱落の影響を考慮するために、転居関数

およびサンプル脱落関数の双方がプロビットモ

デルで表されるタイプのサンプルセレクション

モデルを適用して推計を行なった（van de 

Ven and van Praag, 1981）。

具体的には、潜在変数 a~ についてサンプル

脱落関数を

a~ ＝ θ （t)+yXit ，＋δzit十 Vit

のように定式化し、実際の脱落は
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によって観察されると仮定する。 a1tは家計iが

t時点の調査で脱落したことを示すダミー変数

であり、前述の通り Yitは、 ait=Oのときのみ観

察される。脱落関数を規定する説明変数は、転

居関数と共通の基底ノ、ザードおよびxit，に加

え、各家計を担当する調査員の第 1波における

調査回収率、対象者の性別および有配偶ダミー

と対象者性別の交叉項を除外変数zitとして用
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プル脱落関数の誤差項（εit,Vitlが 2変量正規

(2) 分布に従うことを仮定している。ただし、 Var

（εit) =Var(vit) =lかつ Corr(cit, Vitl = pであ

る。

(3) 

推定結果

前述の方法を用いて転居間数の推定を行なっ

た結果が表 2に示される。ここで、「離散時間

ハザードモデルJで示されるのは、サンプル脱

落を考慮しない場合の（1）式の推定結果であり、

「サンプルセレクションモデルjで示されてい

るのは、脱落関数（（2）式）を同時推計した場合

の結果である。これらに加え、ベンチマークと

して調査員による報告に基づく転居情報を用い

た推計も併記している。推定結果に関しては、

いず、れのモデルに関してもサンプルの平均値で

評価した限界効果を掲載している。

転居行動の規定要因に関しては、サンプル脱

落の考慮の有無にかかわらず、次のいくつかの

点が明らかになった。まず、世帯主の年齢に関

しては先行研究と同様の非線形の効果が観察さ

れた。推定結果からは、 20代の若年層（省略さ

れたカテゴリー）で最も転居確率が高く、 50代

で最低となったのち、 60代以上のグループでは

若干高くなる傾向がみられる。

世帯員数は、両モデルで転居確率に対して有

意に負の影響を持つことが明らかになっている。

これは、世帯員数の少ない世帯（とくに単身世

帯）ほど、転居のための取引費用が小さいとい

う点を反映しているものと考えられる。

世帯主の就業状態に関係する変数については、

共働き夕、ミーおよび定年退職ダミーの限界効果

がいずれも負に推計された。共働き夕、ミーの効

果については、特に妻が就業している場合、転

居に伴って就業形態の変更を余儀なくされるケ

ースが考えられるため、これが転居を抑制する

要因となっていることが考えられる。

実際の居住室数と必要とされる居住室数との

(4) 



表2 転居関数の推定結果

被説明変数： 離散時間ハザードモデル
サンプルセレクシヨン ベンチマーク

モデル （調査員による転居情報）

この 1年間の転居（ 1 =yes) 限界効果（標準誤差） 限界効果（標準誤差） 限界効果（標準誤差）

年齢階層

20代 (Omitted Category) (Omitted Category) (Omitted Category) 

30代 0.0094 (0.0043) * 0.0110 (0.0066) * 0.0115 (0.0063) + 

40代 0.0197 (0.0040) ** 0.0229 (0.0068) ** 0.0113 (0.0060) + 

50代 0.0245 (0.0044) ** 0.0284 (0.0078) ** 0.0240 (0.0058) ** 
60代 -0.0212 (0.0053) ** 0.0245 (0.0078) ** 0.0113 (0.0079) 

有配偶（ 1ニ yes) -0.0016 (0.0046) 0.0005 (0.0055) 0.0058 (0.0071) 

世帯員数 ← 0.0044 (0.0016) ** 0.0054 (0.0022）キ 0.0022 (0目0021)

教育年数 0.0025 (0.0008）料 0.0027 (0.0010）帥 0.0013 (0.0011) 

有業（ 1 =yes) 0.0061 (0.0072) 0.0071 (0.0083) 0.0025 (0.0089) 

共働き（ l=yes) 0.0072 (0.0040) + O.OC78 (0.0050) 。.0021 (0.0060) 

定年退職（ l=yes) -0.0146 (0.0069) * 0.0167 (0.0087) + 0.0089 (0.0111) 

実現居住室数必要居住室数 -0.0053 (0.0015）材 0.0062 (0.0022) ** 0.0026 (0.0025) 

（実現居住室数一必要居住室数）2/100 0.0558 (0.0162) ** 0.0645 (0.0220) ** 0.0293 (0.0463) 

世帯所得（百万円） 0.0012 (0.0004) ** 0.0014 (0.0005) ** 0.0019 (0.0005）帥

居住形態

持家 ( OmittedCategory) (Omitted Category) (Omi仕edCategory)
民間賃貸 0.0843 (0.0120) ** 0.0918 (0.0173) ** 0.0906 (0.0188）帥

公営・公団賃貸 0.0379 (0.0147) * 0.0431 (0.0165）判 0.0501 (0.0247) ** 
社宅・寮 0.0940 (0.0250）材 0.1044 (0.0295) ** 0.1132 (0.0417）帥

その他 0.0596 (0.0380) + 0.0685 (0.0401) + 0.0970 (0.0634) ** 

市郡規模ダミー yes yes yes 
調査年ダミー yes yes yes 
サンプルサイズ 8.069 9.297 3,638 

対数尤度 1230.03 4596.63 -539.08 

注）有意水準：帥はl也、吋土問、＋は10略。限界効果は各変数の平均値で評価したもの。ダミー変数の限界効果は、変数の値がOから 1に変化

した場合の転居確率の変化。個人属性についてはすべて世帯主（夫）のもの。ベンチマークにおける被説明変数は、調査員の報告に基づく

2005年時点での転居情報。サンプルセレクシヨンモデルに対応する脱落関数の推定結果は表3を参照。市郡規模ダミー（政令指定都市 そ

の他の市 町村）、調査年度ダミーおよび基底ハザード（居住年数の対数値）の推定結果は省略。

差に関しては、 2乗項が有意に正の影響を持つ

結果となった。したがって、必要とされる居住

室数と比較して、実際の居住室数が多すぎる場

合にも、少なすぎる場合にも転居が促進される

ことになる。このような傾向は、先行研究でも

指摘されている点である。

対象者世帯の居住形態、に関しては、持家世帯

と比較して、借家世帯では転居確率が非常に有

意かつ顕著に大きくなることが明らかである。

さらに、借家世帯のなかでも民営借家や社宅・

寮に居住する世帯で特に転居確率が高く、公

営・公団に居住する世帯は相対的に確率が低く

なる傾向がみられる。公営賃貸に居住する世帯

の転居率が低くなるという傾向は、いくつかの

欧米の先行研究でも確認されている点である。

つぎに、 2つのモデルの推定された結果の比

較からは、サンプル脱落の影響に関して非常に

明確な傾向が得られている。すなわち、有配偶

ダミーを除いて、推定された限界効果の絶対値

はいずれもサンプル脱落を考慮、した推定結果で

大きくなっていることがわかる。

脱落関数の推計結果（表 3）によれば、誤差

項聞の相関係数ρの推計値は0.2159となった。

推計された相関係数の有意水準は約11%となり、

一般的な水準で帰無仮説を棄却することはでき

ないものの、転居とサンプル脱落の聞には系統

的な正の関係があることを示唆する。さらに、

有配偶ダミー、教育年数、公営・公団賃貸居住

ダミーの 3変数を除いて、各説明変数は転居確

率と脱落確率に対して同ーの符号の影響を持つ
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表3 サンプル脱落関数の推定結果

被説明変数・ サンプルセレクションモデル

サンプル脱落（1~yes) 限界効果（標準誤差）

年齢階級

20代 (Omitted Category) 

30代 -0.0279 (0.0114) * 
40代 -0.0328 (0.0119）料

50代 -0.0319 (0.0130) * 
60代以上 -0.0185 (0.0151) 

有配偶（1~yes) -0.0475 (0.0142) ** 
世帯員数 0.0051 ( 0.0029) + 

教育年数 -0.0029 (0.0016) + 

有業（1~yes) -0.0050 (0.0126) 

共働き（1=yes) 0.0137 (0.0085) 

定年退職（1=yes) 0.0163 ( 0.0159) 

実現居住室数ー必要居住室数 ー0.0051 (0.0032) 

（実現居住室数必要居住室数）2/100 0.0431 (0.0360) 

世帯所得（百万円） 0.0003 (0.0008) 

居住形態

持家 (Omitted Category) 

民間賃貸 0.0074 (0.0114) 

公営・公団賃貸 -0.0279 (0.0157) + 

社宅・寮 0.0079 (0.0246) 

その他 0.0352 (0.0412) 

対象者性別（1＝女性） 0.0359 (0.0125) ** 

有配偶×対象者性別 0.0340 (0.0157）キ

第1波回収率 0.4037 (0.0246）キ＊

p 0.2159 (0.1349) 

注）有意水準・柿は 1也、吋ま 5也、＋は10略。 ρは誤差項聞の相関係数の

推計値。限界効果は各変数の平均値で評価したもの。ダミー変数の限

界効果は、変数の値がOから 1に変化した場合の脱落確率の変化。個

人属性についてはすべて世帯主（夫）のものO 対応する転居関数の推

定結果は表2を参照のこと。市郡規模ダミー（政令指定都市 その他

の市・町村）および基底ハザード（居住年数の対数値）の推定結果は

省略。

ことが明らかになっている。

したがって、サンプル脱落によって転居間数

における各変数の効果はゼ、ロ方向に下方バイア

スを持つという本稿の結果は、第 1節における

事前の予測と整合的であるといえるl九

上記の結果に加えて、表2では、調査員によ

って報告された転居情報を利用した推定結果を

ベンチマークとして掲載している 16）。推定の被

説明変数は、 2005年の調査実施時点で、対象家

計が前年と同じ住所に居住していた場合 1、そ

うでない場合Oを取るようなダミー変数である。

説明変数は前述のモデルと同様であり、前年

(2004年）調査における回答を利用した。

原則として、調査員は2004年の調査に回答し

たすべての家計を再訪問し、 2005年の調査依頼
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を行なっているため、調査員による報告は

2005年調査での脱落にかかわらず観察可能

である。したがって、この推計結果は、少

なくともサンプル脱落の影響を受けない真

の転居関数のベンチマークとして利用可能

であると考えられる。ただし、この推計は

2005年のクロスセクションでの転居のみを

対象としているため、通時的な転居行動を

分析した前述の推計とは、厳密には比較で

きない。

全体として、限界効果に関する推計結果

は前述のモデルと似通った傾向を示した。

ただし、サンプルサイズの減少に伴って、

一部の変数を除いては有意な結果が得られ

ていない。そのうえで、限界効果が有意に

推計された各変数について、ペンチマーク

の結果と、前述の 2つの推計結果を比較す

ると、年齢階級ダミー（20代）、世帯所得

および居住形態ダミーに関しては、いずれ

もサンプル脱落を考慮した場合のほうが、

ベンチマークに近い結果を与えていること

がわかる。

サンプル脱落の影響に関して、さらなる

検討を行なうために、図2に年齢階級・住

宅の所有形態別にみた転居ハザード率の予

測値を示す。それによれば、いず、れのグループ

についてもサンプル脱落を考慮、しない場合に予

測される転居ハザード率は小さくなることが観

察される。なかでも、若年の借家居住世帯に関

する予測値の君主離が大きく、最大で2%以上の

過小推計が生じていることが確認される。

また、推計結果から予測されるサンプル全体

の平均的な転居確率は、脱落を考慮しない場合

には4.6%、サンプルセレクションモデルでは

5.1%となった。後者の値は、前述の住宅・土

地統計における転居率（5.6%）や KHPSの

第 1波における転居率（5.1%）により近い結

果となっており、サンプル脱落に伴う転居率の

過小推計を部分的に補正しているものと考えら

れる。



図2 転居確率の予測値 事本稿は、住宅経済研究会で報告した論文を

% % 加筆修正したものである。参加者の方々と編

301 10 集委員からの有益なコメントに感謝する。ま

お1 ：持＇.~借家vγ（政プロ＼ヒット）
た、分析に用いた「慶慮義塾家計パネル調

8 査」は、慶慮義塾大学経商連携21世紀COE

転居率 20 6 転塁
プログラムより提供を受けている。
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United States: 2003，” Table 2-1より作成。

2）こうした分析の基礎となる、第 1波のデ

。
20代 30代 40代 50代 ω代以上

4おわりに

家計の転居はライフサイクルを通じた最適な

住宅消費水準の調整のための主要な手段である

ため、経済学、地域科学、社会学などの幅広い

分野で注目を集めてきた。家計の転居とそれに

応じて決定される居住期間は、本質的に動学的

な意思決定であるため、分析に当たってはある

一時点でのクロスセクションデータではなく、

時聞を通じて同一家計を追跡したパネルデータ

が要請される。実際、近年における研究のほと

んどはパネルデータを利用して転居行動の分析

をf子なっている。

本稿では、パネルデータに特有の問題である

サンプル脱落に焦点を当て、パネル調査への回

答継続における内生的なセレクションが転居行

動の分析にどのような影響を与えるのかを検討

した。

分析の結果、パネルデータを用いた家計の転

居ハザード関数の推定結果には、サンプル脱落

による下方ノfイアスが存在されることが示唆さ

れた。また、年齢階級・住宅の所有形態別にみ

た推定モデルから予測される各家計の転居確率

は、いずれのグループについてもサンプル脱落

を考慮しない場合に小さくなることが確認され

た。この結果は、家計の転居行動のパネルデー

タ分析においてはサンプル脱落の問題を考慮す

る必要性があるという応用的観点からの示唆を

与えるものと考えられる。

。 ータのクロスセクションとしての代表性の

検証については、木村（2005）等を参照の

こと。

3）パネル調査における典型的な調査方法は、調査員

が対象者宅を訪問して調査票を配布し、一定の留置

き期間（通常数日から数週間）をおいて再度回収の

ために訪問する訪問留置法と呼ばれるものである。

この種の調査方式では、調査員が対象者に物理的に

接触する必要があるため、居住地の継続的な追跡が

不可欠となる。

4）後述の調査員によって報告された転居情報に基づ

く集計の結果、 2005年において脱落した対象者691人

のうち、転居を伴っていた者は56人であり、これは、

全体の脱落数の8.1%を占める。

5）具体的には、分析対象のモデルを yニx十εとし、

サンプル脱落がf 二 x＋νで規定されるようなデー

タ発生過程を考えている。いま、サンプル脱落は

a*>Oに対応し、 2変量正規分布に従う誤差項 εとν

の相関係数を0.5とした。

6）各年の脱落率は、当該年の脱落者数を前年の回答

者数で除したものとして定義される。

7) KHPSにおけるサンプル脱落の規定要因に関して

は、宮内・ McKenzie・木村（2006）によって詳細な

分析が行なわれている。

8) KHPSは、抽出された対象者が有配偶の場合には、

その配偶者に対しても同様の質問項目が用意されて

いるため、この情報を活用し、対象者が有配偶の場

合には男性配偶者を、無配偶者の場合には対象者本

人を世帯主として定義している。

9) KHPSでは、労働力調査の方式に基づいて、調査

の前月の就業状態について、（1）おもに仕事、（2）通学

のかたわらに仕事、（3）家事などのかたわらに仕事、

(4）仕事を休んでいた、（5）仕事を探していた、（6）通

学・家事・その他、という 6つのカテゴリーに分類

している。ここでは、上記（1）～（3）に該当する場合を

有業と定義している。

10）こうした定義はいずれも欧米のもので、居住室の

割り当てに関しては文化的な差異が存在する可能性

がある。この点、を考慮し、分析においては異なる定

義も試みたが、結果に質的な差異は生じなかった。

11)基底ハザ←ド関数を明示的に定式化しないノンパ

ラメトリック・モデルである Coxの比例ハザードモ

デルによっても推定を行なったが、結論はほとんど
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変わらない。

12）代替的なモデルとして、ハザード率をロジスティ

ツク関数で定式化した離散時間ロジットモデルも存

在する。本研究では、サンプルセレクションモデル

の適用の容易さから、（1）式の特定化を採用した。

13）離散時間ハザードモデルにおいては、基底ノ、ザー

ド関数をパラメトリックにモデル化する必要がある。

以下では、いくつかの特定化を試みた結果、モデル

のフィットのよさから居住期間の対数値を基底ハザ

ード関数として採用した。

14）この種の推計を行なう際には、分析の対象となる

経済主体の行動とは独立で、かつサンプル脱落に影

響を与えるような外生変数（除外変数）が必要とさ

れる。詳細に関しては、本稿と類似のサンプル脱落

関数の推計を行なった Naoi(2008）を参照されたい。

15）このようなバイアスが統計的に有意か否かについ

ては、ハウスマン検定を用いてさらなる検討を行な

うことが妥当である。本論文では紙幅の都合から割

愛するが、類似の検定については Naoi(2008）で行

なわれている。

16) KHPSでは、各調査員によって報告される情報を

補足的に利用可能である。調査員によって報告され

た転居ダミーは、対象者の状況に関する項目に対し

て、「対象者本人を含め世帯員全員が転居」という報

告があった場合を 1として定義されている。
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研究論文

省エネルギー判断基準規制の
費用便益分析と定量的政策評価

戒能一成

l省エネルギー法建築物判断基準規制の

現状と政策評価の問題点

国土交通省・経済産業省においては、エネル

ギー・環境問題への対応方策の 1つとして、省

エネルギー法に基づき圏内で新築や大規模改修

される建築物のエネルギー消費効率の判断基準

を定め、当該基準の遵守を建築主などに義務づ

けるという規制措置を実施している。

－第 1次旧基準規制（1980～1993年） 事務所の

み

・第2次旧基準規制（1993～1999年） 事務所・

店舗・ホテル・病院・学校等に適用拡大

・新基準規制（1999年～） （第 2次旧基準まで

の基準値が大幅に強化など）

当該基準規制は罰則を伴わない努力義務なが

ら現在70%以上の遵守率で履行され相応の成果

をあげているとされているが、当該規制につい

ての費用や便益が定量的に計測されておらず、

基準適合率と省エネルギー量などの評価に留ま

っているなどの問題が存在する。

このため、本稿においては、現在の建築物判

断基準規制の政策評価における前述の問題点を

改善し今後の政策判断を支援するために、費用

便益分析とその感度分析を可能とすべく以下の

2つの試算を行ない、定量的な政策評価を試み

た。

(a）便益分析

国土交通省建築統計年報、総務省固定資産の

価格等の概況調書および総合エネルギー統計に

より、業務等部門での業種別・用途別建築物総

床面積推移や建築物におけるエネルギー消費量

の時系列推移を推計し、業種別・用途別建築物

の保有・使用によるエネルギー消費効率と業種

別・用途別エネルギー費用の変化を将来推計す

る。

(b）費用分析

国土交通省建築統計年報における建築物の予

定工事額推移から、業種別・用途別建築物の床

面積当たり平均工事額推移を推計し、業務等部

門の建築物の追加的規制対応費用を将来推計す

る。

2省エネルギー法建築物判断基準規制の

定量的評価の手法と前提条件

費用便益分析の考え方

先行研究での省エネルギ一規制による温室効

果ガスの削減費用対効果の評価手法に倣い、以

下の手法により費用便益分析を試みた。

［便益］二［エネルギー消費低減による直接的

経済便益］ （←実績値からの推計）

十［エネルギー消費低減による間接

的・冨リ次的経済便益（＝CO

減便益）］ 

［費用］＝［新増設建築物の規制対応のための

追加的費用］（←実績値からの推計）

ここで［費用］三［便益］と見なすことにより

[C02排出削減費用］

＝［新増設建築物規制対応のための追加的

費用］ ［エネルギー消費低減による直接
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的経済便益］

[C02排出削減の費用対効果］

=[C02排出削減費用］／［エネルギ、－消費低

減による co
減費用］＞O） 

便益の推計手法

建築物の業種別・用途別エネルギー消費量を

将来推計するためには、各種の公的統計による

実績値の分析により、年式別建築物新増設床面

積量、建築物残存率、年式別エネルギー効率、

使用状況係数などの数値を業種別国内総生産や

エネルギー価格などの関数として分析しておき、

当該関数を外挿して推計を行なうことが必要で

ある。

［業種別・用途別エネルギー消費量の分析・将

来推計式］

Eu (t) = （ヱs(S1 (s) *vu (s, t) * F1 (s)) 

* Uu (90) * Reu (t) * Q1; (t) 

一源jの年間消費量

S1 (s) 年式s別建築物新増設床面積

V1 (s, t) 年式sの建築物残存率

F1 (s) 年式sのエネルギー効率

c~：s (Si (s) * Vij (s, t) * F1 (s)) 

現時点で保有されている建築物の

合成効率

ulj (90）基準年床面積当たりエネルギー源

別消費量（1990年度）

Relj (t）業種iの建築物におけるエネルギ

一源jの規制対象消費比率

Qij (t) 使用状況係数（基準年エネルギー

消費と毎年度エネルギー消費との

希離度）

（年式別建築物床面積数量の推計）

年式別業務等部門建築物新増築床面積数量

(S1 (s））の実績値については、国土交通省建築

統計年報における業種別・形態別・新増改築別

建築物床面積推移を用いた。将来推計について

は、当該実績値を業種別実質国内生産額や保有

Eu (t) 業種iの建築物におげるエネルギ 床面積実績値などで回帰分析し外挿した。

図 l 省エネルギー法建築物判断基準規制の定量的評価の枠組み

便益要素の定量化

実質経済成長率
（外生）

年別エネルギー効率
（外生）

予／開制エネ距離地／／
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（年式別建築物残存率の推計）

年式別建築物残存率（vi(s, t））の実績値につ

いては、業種別・用途別に、 1990～2005年度の

総務省固定資産税の価格等の概況調書における

全国合計の課税建築物床面積保有量推移と、国

土交通省建築統計年報による毎年度の新増築床

面積数量の関係から平均使用年数を求め、当該

平均使用年数が将来にわたり一定であると仮定

して、業種別・用途別の建築物の年式別残存率

の推計を行なった。

（年式別建築物エネルギー効率の推計）

年式別エネルギー効率（Fi(s））の実績値につ

いては、国土交通省建築審議会環境部会資料に

基づき、 1999年度の新基準までの各基準に応じ

たエネルギー効率が、床面積2000m＇以上の規制

対象建築物において、一定の遵守率（80%）で

実現していたものと仮定し、床面積2000m＇未満

の規制対象外建築物や、床面積2000m＇以上の基

準不遵守建築物においては、 1つ前の段階の基

準の技術が普及しているものと仮定して計算し

Tこ。

年式別エネルギー効率（F1(s））の将来値につ

いては、 3通りのシナリオを設け試算した。

－規制存在シナリオ－1

（第2次旧基準・新基準ともに存在）

・規制存在シナリオ 2

（第2次旧基準のみ存在）

．規制不存在シナリオ

（基準年（1990年）床面積当たりエネルギー

消費量の推計）

基準年である1990年度における建築物の床面

積当たりエネルギー源別消費量（Uu(90））の実

績値については、総合エネルギー統計における

1990年度の業種別エネルギー消費量を本稿の分

類に再集計し、該当する業種の1990年度の床面

積保有量で除して算定した。

（業種別・用途別エネルギー源規制対象消費

比率の推計）

業種別・用途別エネルギー源別規制対象消費

比率（Reu(t））については、直接的にその実績

値を知る統計等が存在しないため、全業種のコ

ンセント消費電力分を無視できると仮定したケ

ース（基準ケース）と、全業種のコンセント消

費電力分が常に25%存在し建築物判断基準規制

の影響を受けないと仮定した「コンセント需要

大ケース」を設定し、業種別・用途別エネルギ

ー源別規制対象消費比率についての感度分析を

行ニなうこととした。

（業種別・用途別使用状況係数の推計）

業種別・用途別使用状況係数（Qu(t））の実績

値については、総合エネルギー統計における

1991～2005年度の各業種別エネルギー消費量を

エネルギー源別に再集計したものを、 1990年度

の基準年床面積当たりエネルギー源別消費量と、

毎年度の業種別建築物保有エネルギー効率など

で除して業種別・用途別の実績値を推計した。

業種別・用途別使用状況係数の将来推計につ

いては、当該実績値を毎年度の各業種の実質圏

内生産、実質エネルギー価格などの関数として

解き外挿して推計した。

費用の推計手法

建築物省エネルギー規制のような基本設計・

施工の内容を大幅に変更するような規制が実施

された際には、これに対応するための再設計費

用や資材変更費用などが発生し、規制開始時期

以降に不可逆的な費用の増加を生じるものと考

えられる。

当該費用の増加が建築物の床面積当たり建設

予定価格にそのまま転嫁されているものと仮定

すれば、実質化した業種別・形態別・用途別の

建築物の床面積当たり建設予定価格推移を新増

設床面積や2000m＇以上の建築物比率などを説明

変数とした関数と考え、省エネルギー法の各旧

基準規制や新基準規制などに対応した時系列ダ

ミーを導入し、ダミーの係数のうち統計的に有

意なものを抽出することにより、建築需要や建

省エネルギー判断基準規制の費用便益分析と定量的政策評価 29 



図2－建築物保有床面積将来推計とエネルギー源別炭素排出量将来推計例（基準ケース）

業務等部門建築物保有床面積将来推計 業務等部門炭素排出量将来推計
（基準ケース） 総合計

l,000m2 規制不存在会ナリオ
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築規模の変化などの要因で説明できない費用増

加であって、かつ規制開始時期以降に不可逆的

に発生した費用増加の大きさを定量的に推計で

きるものと考えられる。

［建築物省エネルギー規制対応のための追加的

費用の推計式］

Pi (t) =d1 * S1 (t) +d2 *SS (t) +d3 * X1 (t) 

+d. * R1 (t) +d5 * P1 (t-1) +da 

* DMOR +d7 * DMNR +d。＋u

P1 (t) 業種別・用途別建築物iのt年の

実質床面積当たり建設予定価格推

移

Si (t) 業種別・用途別建築物iのt年の

新増設床面積

SS (t) 業務等部門建築物の t-1年の合計

新増設床面積

X1 (t) 業種iのt年の実質国内生産

R1 (t) 業種別・用途別建築物iのt年の

2000ぱ以上の建築物の新増設床面

積比率

P1 (t-1) 業種別・用途別建築物iのt-1年

の実質床面積当たり建設予定価格
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推移

DMOR省エネルギー法第2次旧基準規制

ダミー（1993，規制前O，規制後 1)

DMNR省エネルギ一法新基準規制ダミー

(1999，規制前O，規制後 1)

d。～d7 係数

u 誤差項

具体的に国土交通省建築統計年報における業

種別・形態別・用途別の新増設時の建設予定費

用の実績値を GDPデフレータで床面積当たり

実質費用に換算し、 1975～2005年のデータを用

いて、 2回の省エネルギー基準規制に対応する

費用増加を推計した。

当該結果を用いて、以下のとおり 3通りのシ

ナリオを設けて試算した。

－規制存在シナリオー1（第2次旧基準・新基準

ともに存在）

・規制存在シナリオ 2（第 2次旧基準のみ存

在）

・規制不存在シナリオ



表l 業務等部門での建築物判断基準規制の費用対効果推計（基準ケース）

直接的便益ー追加的費用（10億円） 費用対効果（￥／t-C02)

( '00実質）
年平均C02総削減量

(MιC02) 
2% 

新基準規制（1999)
9.468 -283.28 

合 計

新基準規制（1999)

十第2次旧基準規制（1993) 21.856 90.90 

合計

3省エネルギー法建築物判断基準規制の

費用便益分析と感度分析結果

基準ケースでの分析

前節の分析手法および前提条件に従い、業務

等部門の建築物判断基準規制の対象エネルギー

消費について、当該判断基準規制（第2次旧基

準規制・新基準規制）がある状態と、当該規制

がなかった状態の値をそれぞれ推計し、これら

を比較することによって費用便益分析を行なっ

た。

当該試算の結果、新規制および新基準規制・

第2次旧基準規制の合計のいず、れを見た場合に

おいても、業務等部門全体として費用対効果が

正（費用便益差が負）となり、建築物判断基準

規制の対応費用は、エネルギー費用節減による

直接的便益だけでは賄えないという結果が観察

された（表 1、図 3）。

ただし、これらの結果の解釈においては、試

算の数値に10～20%の誤差が含まれると考えら

れることから、幅を持って解釈することが必要

である。

感度分析

省エネ／レギ一法建築物判断基準規制に関する

基準ケースの試算結果について、その精度と安

定性を確認するため、以下のように前提条件を

変更し、費用対効果分析の試算結果についての

感度分析を行なった。

その結呆、実質経済成長率の変化に対しては

費用対効果は安定的であるが、エネルギ一個格

割引率 割引率

3% 4% 2% 3% 4% 

307.05 334.08 + 29919 + 32429 十 35285

80.70 66.35 十4159 +3692 十3036

の変化や、特に電力消費のうちコンセント系消

費など規制の影響を受けない部分の変化に対し

て、 C02排出削減効果や費用便益差、費用対効

果などの結果が非常に不安定となることが観察

された（表 2）。

(a）経済成長率 1%基準

・エネルギー価格高

．コンセント消費0（二基準ケース）

(b）経済成長率低（0.5%)

・エネルギー価格高

．コンセント消費O

(c）経済成長率 1%基準

・エネルギ一価格10%低

．コンセント消費O

(d）経済成長率 1%基準

・エネルギー価格高

．コンセント消費25%

4考察

費用便益分析結果の評価

業務等部門のエネルギー消費を事例として、

省エネルギー法建築物判断基準規制の費用便益

分析による定量的政策評価を試みた結果、業務

等部門の建築物判断基準規制について割引率2

～4%で現在価値換算した費用便益差は費用が

便益を上回る負の値となり、 1999年に実施され

た新基準規制は、年平均約3000億円（割引率3

%）の費用により約9.5Mt-C02のC02削減を

達成し、費用対効果は約3.2万円／tC02である

と推定された。

さらに、 1993年に実施された第2次旧基準規

省エネルギー判断基準規制lの費用便益分析と定量的政策評価 31 



図3 業務等部門てもの建築物判断基準規制の費用対効果推計（基準ケース）

業務用建築物判断基準規制費用対効果将来推計

（新規制）
100万円（2000年実質）
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業務用建築物判断基準規制費用対効果将来推計

（新規制＋第2次旧規制）
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表2 業務等部門での建築物判断基準規制の費用対効果の感度分析

年平均 C02
直接的便益ー追加的費用（10億円） 費用対効果（￥／tC02) 

('00実質） 総削減量 割引率 割引率

(Mt C02) 2% 3% 4% 2% 3% 4% 

低成長ケース

新基準規制（1999)

合計 8.416 247.79 268.18 -291.45 十29443 +31886 +34631 

（対基準ケース比） ( 11.1%) (-12.5%) ( 12.7%) ( 12.8%) ( 1.6%) (-1.7%) (-1.9%) 

新基準規制（1999)

＋第2次旧基準規制（1993)

メ仁益ヨ、 言十 19.903 82.13 74.08 -62.80 +4127 +3722 +3155 

（対基準ケース比） ( 8.9%) (-9.6%) (-8.2%) ( 5.3%) ( +0.8%) (-0.8%) ( 3.9%) 

エネルギー価格低ケース

新基準規制（1999)

合計 9.468 300.88 -327.75 358.55 十 31778 + 34616 + 37869 

（対基準ケース比） (0.0%) ( 6.2%) (-6.7%) （ー 7.3%) (-6.2%) (-6.7%) ( 7.3%) 

新基準規制（1999)

＋第2次旧基準規制（1993)

メ仁込l 計 21.856 -131.52 -128.32 122.45 十6018 +5871 +5603 

（対基準ケース比） (0.0%) ( 44.7%) (-59.0%) ( 84.6%) ( 44.7%) ( 59.0%) ( 84.6%) 

コンセント消費大ケース

新基準規制（1999)

合計 6.392 327.70 358.91 ← 394.99 + 51267 + 56150 + 61794 

（対基準ケース比） ( 32.5%) (-15.7%) (-16.9%) (-18.2%) ( 71.4%) （ー73.1%) ( 75.1%) 

新基準規制（1999)

＋第2次旧基準規制（1993)

合計 13.345 226.17 238.14 ← 250.39 + 16948 + 17836 + 18764 

（対基準ケース比） ( 38.9%) ( 148.8%) ( 194.9%) (-277.4%) 307.5%) (-383.0%) ( 518.1%) 

制と新基準規制の合計では、年平均約800億円

（割引率 3%）の費用により約21.9Mt-C02の

C02削減を達成し、費用対効果は約0.37万円／

tC02であると推定された。
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ここで、省エネルギー法における家電機器や

ガソリン乗用車のトップランナ一方式効率・燃

費規制の多くが同様の手法による評価で費用便

益差が正であると評価されたのに対して、建築



表3一家電機器・乗用車の「トップランナ一方式」規制の費用対効果分析結果概要

製品－規制 目標 追加的費用 直接的便益 省エネ量 省C02量 費用対効果＊

（年、月） (10億円＠95) 10億円＠95) (Mt-C02／年） ( ¥ /tC02@95) 

照明機器 2005 34 381 14040 G羽市 4.3 36541 

電気冷蔵庫 2004 190 807 29749 G羽市 8.8 28803 

ガソリン乗用車（第 1次） 2010 415 1078 7654Mil.l 18.2 24085 

VrR 2003 35 88 3241 G＂＼＼市 0.9 15886 

エアコン 2004.7 291 637 23483 G＂＼＼巾 6.0 10178 

（小計） (38.2) 

電気炊飯器 2008 21 24 898 G＂＼＼巾 0.2 十4609

ガソリン乗用車（第2次） 2015 607 654 4436Mil.l 6.3 十12723

温水暖房便座 2006 55 60 2210G羽市 0.5 +20767 

テレビ 2003 281 239 8819G羽市 2.4 +31297 

ノfソコン 2005 480 179 6611G羽市 1.7 +110104 

電子レンジ 2008 51 15 568 G＂＼＼乃1 0.1 +209462 

（小計） (11.2) 

合計 2460 4160 49目4

注） 表対効果は、規制開始後30年間の表・現役を割引率 3%で現在価値換算して推計。

電力は全電源平均原単位 103gC/kWhでC02に換算。

家電機器・乗用車の省エネルギー量・省 C02量は家計部門だけでの計算であることに注意されたい。

物で負となった理由は、

・建築物の耐用年数は30年を超えるなど自動車

や家電製品と比べて極めて長いこと

・建築物の新増築時の規制対応のための追加的

費用の変化が比較的大きいこと

などが考えられ、長期的な削減効果はともかく、

割引率3%で現在価値換算した費用と便益を比

較すると費用便益差が負となってしまうためと

考えられる（表3、表 1参照）。

さらに、感度分析結果を見た場合、実質経済

成長率の変化に対しては費用対効果は安定的で

あるが、エネルギー価格の変化や、特に電力消

費のうちコンセント系消費など規制の影響を受

けない部分の変化に対して、 C02排出削減効果

や費用便益差、費用対効果などの結果が非常に

不安定となることが観察された。

当該結果から、省エネルギー法建築物判断基

準規制の効果の評価については、費用が便益を

上回る負の値となることはほぼ間違いがないと

考えられるが、どの程度の費用対効果であるの

かを正確に見積もるためには、今後、建築物エ

ネルギー消費の大部分を占める業務等部門での

エネルギー消費実態についてのより詳細な統計

調査が必要であると考えられる。

また、当該結果から今後の規制措置の方向性

を考えた場合、 2007年の時点から新増築建築物

への規制強化などの追加的対策を打ったとして

も、 2012年までに発現する効果は極めてわずか

であり、かつ他の政策措置と比較して費用対効

果が低いものとなることが予想され、仮に追加

的対策を講じるとしても新増築建築物に対して

ではなく既存建築物のエネルギー効率の向上を

促進する措置を検討することが合理的であると

考察される。
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海外論文紹介

教育サービスの質と人口構成が

住宅取引価格に与える影響
Clapp, J.M., A. Nanda, and S. L. Ross (2008），” Which School Attribute Matter? The Influence of 

School District Performance and Demographic Composition on Property Values，”journal of Urban 

Economics, No. 63 pp. 451-466 

はじめに

アメリカでは公立学校の教育制度や運営が学区

(school district）と呼ばれる地域ごとに異なってお

り、それぞれの学区は教育サービスの質、社会経済

的ランク、そして人種構成比率などさまざまな属性

によって差別化されている。しかし、この学区の差

別化が将来の格差拡大に繋がると危倶する声も少な

くない。つまり、教育サービスの質が高い学区には

所得の高い白人が集中してしまうため、マイノリテ

ィ（ヒスパニック系やアフリカ系アメリカ人）は教

育サービスの低い学区に住まざるをえず、良い教育

を受けられず、に育ってしまうというわけである。実

際に Mickelson(2003）などは学区ごとに人種の住

み分けが起こる原因は、マイノリティ世帯の低所得

にあると指摘している。さらに Clotfelter, Ladd 

and Vigdor (2003）や Reardonand Yun (2003）な

どは学区の差別化が年々促進していることを指摘し

ている。こうした社会背景を理由に、学区の属性

（教育サービスの質や人種構成比など）と地価の関

係を明らかにすることは、格差問題の解消に繋がる

重要な研究テーマとして注目されている。

教育サービスの質を客観的なデータで表す変数と

してテストスコアを用いる手法が一般的であり、本

稿で紹介する Clapp,Nanda, and Ross (2008）も同

じ手法を採用している。しかしながら、テストスコ

アと教育サービスの質の聞には必ずしも因果関係が

あるわけではなく、家庭の所得や社会的地位、さら

には交友関係など、多くの観測不可能な要因がテス

トスコアに影響を与えている可能性がある。それら

の観測不可能な要因は誤差項に含まれてしまうため、

説明変数であるテストスコアと誤差項の聞に相闘が

表れてしまい、その影響力を過大評価してしまう、
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いわゆる内生’｜主ノfイアスが生じる。

以下で紹介する研究は、さまざまな手法を駆使し

て、観測不可能な変数の影響を処理してテストスコ

アと地価の関係について分析している。

Black (1999）はテストスコアと住宅価格の関係

を調べるために、学区の境界領域に立地する住宅を

研究対象とすることにより、観察不可能な居住地域

の属性をコントロールしている。また、 Downes

and Zabel (2002）などは地域属性や時期を通じて

一定の要因（time-invariantfactor）をコントロー

ルするために cross-time変数を用いた分析を行な

っている。

そして本稿で紹介する Clapp,Nanda and Ross 

(2008）は、コネチカット州における住宅取引価格

のパネルデータを用い、テストスコアだけではなく

学区の人種構成比率にも着目し、それらが住宅取引

価格に与える影響について分析・考察を行なってい

る。この研究の大きな特徴として以下の 4点が挙げ

られる。第 1に、学校の属性と居住地域の属性を分

けて分析するために、学区と居住地域それぞれの固

定効果を考慮、したモデルを構築している点。第2に、

内生性バイアスに対処するためにパネルデータを活

用している点。第 3に、観測誤差（measurement

error）の影響力を弱めるために、移動平均値を説

明変数として採用している点。そして第4に、一定

時間間隔のデータをセットとして取り扱い回帰分析

を行なうことにより、長期間効果を分析している点

である。

1分析モデル

OLS価格モデル

公立学校が提供する教育サービスの価値評価を行

なうにあたって、（1）式のようにへドニツク住宅取引



価格関数を定義している。

ln(Piikt) ＝α十oZkt十Wt十ruk+ Eijkt (1) 

ここで、 pijktはt時点における学区kおよび居住

地域jに属する住宅iの取引価格を表している。 zkt

Clapp, Nanda and Ross (2008）は以上3つのモ

デルの推定を行なっているが、その際に直面する 2

つの大きな問題とその対処方法を紹介している。

はt年時における学区kの属性（テストスコア、学 移動平均モデル

生の世帯の社会経済的ランクや人種の構成）、 Wtは 第 1の問題点は、固定効果を導入することにより、

t年の物価変動の大きさ、 r1;kは住宅の時期を問わ 観察不可能な変数がもたらすバイアスが抑制される

ず不変の性質を表しており、 εijktは時期によって異 一方で、観測誤差の影響が強まってしまう点である。

なる観測不能（なおかつ上記のいずれの変数とも無 この問題点は、学区の属性変数に関する 3年分の移

相関でランダムに分布する）な変数を表している。 動平均値を観測値の代わりに用いたモデル（（4）式）

このモデルは学区や居住地域の固定効果を考慮せず、 を推定することで対処している。

すべてのデータを一括して最小二乗法で回帰分析し、

説明変数それぞれの影響力を推定している。

学区間定効果価格モデル

学区レベルのダ？ミーを固定効果として扱うことに

より、学区の属性変数Zktと観測不能な変数日k聞

の相関性を抑制している。具体的には rijkを住宅の

属性変数X1と居住地域の属’性変数；W；、学区レベル

のダミー変数Viと表される線形関数に変換し、（1)

式に代入して（2）式を「学区固定効果価格モデル

(district fixed effect model) Jと定義している。

ln(Piikt) ＝α十δZkt+Wt＋βXi+μW；十凡十Eijkt

(2) 

居住地域固定モデル

同じ学区内の異なる居住地域で発生した住宅取引

価格を比較分析することにより、学区の属性が住宅

価格に与える影響力は推定可能である。しかしなが

ら居住地域の属性が一様で、ない場合は、その居住地

域の観測不能な変数をコントロールしなければ、学

区の属性の影響力を過大評価してしまう恐れがある。

この問題は居住地域ダミ－ Ojを固定効果として扱

うことにより処理できる。なお、本分析には居住地

域の代理変数として国勢統計区（CensusTract) 

のデータが用いられている。コネチカット州におい

て、これらの統計区はすべていずれかの学区に内包

さているので、学区ダミー V1は居住地域ダミ－ Oj 

に組み込まれる。（3）式のような「地域固定モデル

(neighborhood fixed effect model) Jを定義してい

る。

ln(P1出）＝ α＋δzkt+Wt＋βxi+<r；＋εijkt'

where Zニ（Zk1-1+zk，十Zkt+1)/3 

長期間効果モデル

(4) 

第 2の問題点は、短期間の変動は永続的な変化で

はないため、住宅価格に反映されにくいという点で

ある。この問題点については、研究対象期間すべて

のサンプルデータを用いるのでなく一定期間間隔を

空けたサブサンプルを抽出した長期間効果モデルを

推定することで対処している。

長期間効果モデルは 2つの時点t年と t十d年に

取引された住宅の価格データをセットにして回帰分

析を行なっている。基本的には（4）式と同様の推定式

が用いられているが、（5）式に定義されるように、共

通の時点固有ダミーのが追加されている。

ln(P1;kt）二 α＋oZk,+Wt十βX1+0it十εljkt'

In (Pukt+ct) ＝α十δZkt+ct+ c.il+ct ＋βX1+0i1＋εijkt+d 

(5) 

2データ概要

へドニック関数の従属変数となる住宅価格にはコ

ネチカット州における1994年から2004年までの11年

分の持ち家住宅の取引価格データが用いられており、

そのサンプル総数は35万6829個である。

一方、説明変数は大きく 3種類に分類されており、

第 1は住宅の属性に関する変数、第2は学区の属性

に関する変数、そして第3は居住地域の属性に関す

る変数である。

第 1の住宅の属性に関する変数は前述の取引価格

ln(Pukt）二 α＋oZkt十Wt十βX1十Oj＋εijkt (3) データを用いている。このデータセットには住所、
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表 l 住宅価格OLSおよび固定効果モデル（N=349,730)

OLSモデル 学区固定効果モデル 地域固定効果モデル

説明変数 係数 t値 係数 t値 係数 t値

部屋数 0.024 10.07 0.023 9.97 0.023 -10.79 

住宅 寝室数 0.015 4.75 0.014 4.66 0.013 -4.56 

の 築年数／100 -0817 20.69 0.874 -23.52 0.883 25.56 
属性 （築年数／100)2 0.411 10.49 0.429 11.54 0.433 12.74 

I』g（室内面積＜2500sq.仕） 0.480 32.97 0.49 34.85 0.476 36.01 

Log（室内面積ミ2500sq.ft) 。.076 2.40 0.057 1.87 0.o7 2.25 

数学テストスコア 0.074 8.99 0.014 2.53 0.013 -2.45 

主子区の主E与弘 給食費免除学生の比率 0.363 -6.19 0.049 0.75 0.019 0.31 

非英語圏学生の比率 0.419 4.93 0.165 1.24 0.085 7.9 

属性
アフリカ系アメリカ入学生の比率 0.279 6.64 0.152 0.77 -0.364 -3.81 

ヒスパニック系学生の比率 0.128 1.22 0.136 0.66 0.308 1.90 

固定資産税 0.531 11.49 0.305 8.30 0.299 -8.69 

世帯の所得の中央値 0.086 24.56 0.063 20.43 

域地
アフリカ系アメリカ人住民の比率 -0.265 -8.89 0.391 14.61 

ヒスパニック系住民の比牽 -0.295 -3.91 -0.464 6.53 
の

持ち家住宅の比率 -0.011 -050 0.03 1.61 
性属

既婚世帯の子持ち比率 0.866 13.08 -0.503 -8.79 

R2 0.702 0.718 0.733 

注 従属変数は住宅取引価格を対数変換した値

表 2 学区属性変数の移動平均値を用いた住宅価格モデル（N=349,730)

OLSモデル 学区固定効果モデル 地域固定効果モデル

説明変数 係数 t 値 係数 t値 係数 t値

数学テストスコア 0.091 9.65 0.009 0.89 0.011 1.07 

T-P区の~ 
給食費免除学生の比率 0.349 5.80 0.121 1.13 0.072 0.71 

非英語圏学生の比率 0.419 5.06 0.191 1.01 0.o75 0.55 

属性
アフリカ系アメリカ人学生の比率 0.344 8.16 -0.138 -0.67 -0.323 ← 317 

ヒスパニック系学生の比率 0.225 2.13 0.353 1.49 0.428 -210 

固定資産税率 -0.582 -11.06 0.374 7.78 0.374 -816 

R2 0.703 0.718 0.733 

注従属変数は住宅取引価格を対数変換した値、説明変数は3年分の移動平均値

住宅価格、地積、部屋数、ベッドルーム数といった

属性が含まれている。

第 2の学区の属性については数学、リーディング、

ライティング、計3科目のテストスコアを用いてい

る。その他に給食費免除の学生比率、非英語圏学生

比率、アフリカ系アメリカ人学生の比率、ヒスパニ

ック系学生の比率、そして固定資産税が変数として

用いられている。

第 3の居住地域の属性を表す代理変数として国勢

統計区のデータを代用している。世帯所得や人口構

成に関する変数が採用されており、 OLSモデルと

学区固定効果モデルを推定する際に、説明変数とし

てモデルに組み込まれている。
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3推定結果

OLSモデル、そして固定効果モデルの分析結果

は表 1に表されている。最初の列は学区や居住地域

の固定効果を無視してクロス・セクション・データ

を一括して回帰分析した推定結果である。 2列目と

3列目は、学区や居住地域の特徴をコントロールし

た固定効果モデルの推定結果である。

住宅の属性については、すべての分析モデルにお

いておおむね予測どおりの結果が得られているが、

学区の属性については分析モデルによって異なる推

定結果が導出されている。普通の OLSモデルは数

学の偏差値が一単位増加すると不動産価格に7.4%



表3 2時点、のサブサンプルデータを用いた長期住宅取引価格モデル

1994&2004 1994 & 2003 1994& 2002 1994& 2001 

1995 & 2005 1995 &2003 1995&2002 

1996&2004 1996&2003 

1997 &2004 

説明変数 係数 t f直 係数 t値 係数 t値 係数 t値

数学テストスコア 0.023 1.32 0.006 0.46 0.016 1.48 。.032 3.45 

区：同q子~ 
給食費免除学生の比率 0.128 5.80 0.245 1.97 -0.172 -2.16 0.072 1.87 

非英語圏学生の比率 0.162 5.06 0.128 1.10 0.036 0.22 0.075 0.05 

属性
アフリカ系アメリカ入学生の比率 0.191 8.16 0.423 3.37 0.262 2.73 0.323 2.01 

ヒスパニック系学生の比率 -0.945 2.13 0.959 -432 0.771 -3.76 0.428 2.74 

固定資産税率 一0.627 -1106 -0584 -1580 -0.559 -15.46 -0.374 一1315

R2 0.767 0.761 0.756 0.752 

N 63.906 127.166 189.619 257.327 

注従属変数は住宅取引価格を対数変換した値、説明変数は3年分の移動平均値

の増加をもたらすという結果が得られるが、固定効

果を加えたモデルでは1.4%もしくは1.3%という具

合に効果が抑えられている。つまり、「地域の観測

不可能な要因を無視すると教育サービスの質の影響

力を過大評価してしまいがちになるj という Black

(1999）の研究結果を補う頑健な結果が得られたと

いえる。

また、学区の人種構成が住宅の取引価格に与える

影響については、 2つの固定効果モデルの推定結果

より、アフリカ系アメリカ人とヒスパニック系の学

生が占める比率の増加が取引価格の減少をもたらす

という推定結果が得られている。一方、移動平均値

を用いたモデルの推定結果（表 2）によると、数学

のテストスコアの影響力は弱まっているが、ヒスパ

ニック系学生の比率の影響力は強まっており、アフ

リカ系アメリカ人学生比率の影響力も地域固定効果

モデルでは有意であるという結果が得られている。

これらの結果から、アメリカでは“多民族”という

社会の土台そのものが教育格差の要因となっている

ことが推測できる。

表 3は、 2時点（t年と t+d年後）のサブサン

プルデータをプーリングして回帰分析を行ない、教

育サービスの長期間効果を推定した結果を表してい

る。その結果、ヒスパニック系学生の比率が住宅取

引価格に対して負の影響をもたらすという、これま

での推定結果と同様の結果が得られている。一方、

アフリカ系アメリカ人学生の比率や数学のテストス

コアの影響については信頼度の低い推定結果しか得

られていない。

最後に、ヒスパニック系学生の比率と数学のテス

トスコアについて、タイムトレンドの交差項を作り、

それぞれの影響力の年次変化量を推定している。紙

幅の関係で推定結果は割愛するが、住宅取引価格に

対するヒスパニック系の学生比率は徐々に弱まりつ

つある一方で、、数学のテストスコアの影響力が増加

しつつあることが確かめられた。

4まとめ

以上の分析結果から、コネチカット州に住む人々

の住宅に対する支払意思額は、所属学区のテストス

コアよりも人種構成、特にヒスパニック系学生の比

率に大きな影響を受けていると見られる。この結果

はコネチカット州民が学校の教育水準やテストスコ

アに対して無関心であることを意味するわけではな

く、むしろ人種構成比率というより明確な事象をも

って学校の質を判断しているためだと考えられる。

なぜなら、コネチカット州においてはクロス・セク

ションと時系列、双方の分析において人種構成比率

とテストスコアの聞に相関関係が表れており、人種

構成比率が学区の教育サービスの質を示すシグナル

の役割を果たしている可能性があるためである。

しかしながら、この傾向は徐々に変化している。

ヒスパニック系学生の比率が与える影響は弱まりつ

つあり、その一方でテストスコアが与える影響が強

まりつつある。この傾向は、この10年間でヒスパニ

ック系に対する偏見が薄れつつ始めていると同時に、
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テストスコアというより学校の教育水準を示すより

本質的な情報に対する関心が高まりつつあることを

暗示している。

おわりに

学校の質と地価の関係について取り扱った国内の

研究事例のーっとして、足立区を対象に実証分析を

行なっている吉田・張・牛島（2008）の研究が挙げ

られる。吉田らは学校の質を表す代理変数として私

立中学への進学率と学校の平均テストスコアのパネ

ルデータを用いるなど、さまざまな工夫をこらして

実証分析を行なっているが、日本の公立学校が提供

する教育サービスの質を測る客観的なデータはまだ

まだ不足している。

先日、大阪府において都道府県で初めてとなる全

国学力・学習状況調査の市町村別成績を公開する方

針が固められたが、通塾率の高いわが国においてこ

れらのデータが公立学校の教育サービスの質を適正

に表しているかは定かではない。こうしたデータを

取り扱う際には、ミスリードしないように細心の注

意が必要であり、本稿で紹介したアメリカの研究蓄

積は大いに活用できるはずである。
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『季刊住宅土地経済』バックナンバー

No.61 (2006年夏季号）～No.69(2008年夏季号）

eNo.61 2006年夏季号

［巻頭言］「マンションみらいネット」の普及を／高橋進

［特別論文］家族・地域・住宅／高木恒一

［研究論文］社会資本は生産性を高めたのか？／大竹文

雄・ Ill口大司・玉田桂子

［研究論文］国民経済計算における土地のストックとサー

ピス／野村浩三

［研究論文］政府統計における持ち家の帰属家賃につい

て／荒井晴仁

［海外論文紹介］近隣効果と住宅需要／行武憲史・No.62 2006年秋季号

［巻頭言］不動産証券化と住宅政策／森泉陽子

［特別論文］豊かな住生活の実現に向けて／榊正剛

［研究論文］東京は過大か／金本良嗣

［研究論文］中心市街地の活性化政策の評価分析／栗田卓

也・中川雅之

［研究論文］県別データによる地価の動向／才田友美・橘

永久・永幡崇・関根敏隆

［海外論文紹介］世代間移転と貯蓄行動／白石憲一・No.63 2007年冬季号

［巻頭言］社会基盤整備としての良質な住宅取得支援／

南敬介

［座談会］住宅の安全性確保のために／小川富由・小堀

徹・丸山英気・山崎福寿

［研究論文］ホームレスの側からみた自立支援事業の課

題／鈴木亘・坂東美智子

［研究論文］地価を考慮したVAR分析／棲川昌哉・棲川

幸恵

［研究論文］不動産価格のへドニック分析におりる品質パ

イアス／水永政志・小滝一彦

［調査研究リポート紹介］住宅・不動産税制の日仏比較／

伊藤悟

eNo.64 2007年春季号

［巻頭言］世界都市・東京としてさらなる進化を／田中

順一郎

［特別論文］まちづくり三法と地域再生／小林重敬

［研究論文］都市税制と経済効果／中神康博

［研究論文］土地利用の非効率性の費用／清水千弘・唐渡

広志

［研究論文］密集市街地の外部不経済に関する定量化の基

礎研究／宅間文夫

［海外論文紹介］リピートセールス価格指数における非線

形な築年数効果の調整／原野啓

eNo品 2007年夏季号

［巻頭言］「所有から利用へ」の25年／稲本洋之助

［特別論文］賃貸住宅と不動産証券化／巻島一郎

［研究論文］リピートセールス法による品質調整済住宅価

格指数の推計／原野啓・清水千弘・唐渡広志・中川雅之

［研究論文］都市圏分類による社会資本ストックの生産力

効果／朝日ちさと

［研究論文］オフィスと住宅の床面積の組み合わせと通勤

混雑の関係／三浦千加

［海外論文紹介］英国データによる住宅ローン需要理論モ

デルの検証／行武憲史

eNo.66 2007年秋季号

［巻頭言］不動産情報開示システムの構築を／八回達夫

［特別論文］マンション建替えの現状と課題／井上俊之

［研究論文］犯罪と地価・家賃／沓津隆司・水谷徳子・山

鹿久木・大竹文雄

［研究論文］都市の容積率と交通需要／浅田義久

［研究論文］親からの住宅資金援助と子の住宅取得行動／

周燕飛

［海外論文紹介］土地利用規制が住宅・土地価格に与える

影響／田中麻理・No.67 2008年冬季号

［巻頭言］住宅の長寿命化にむけて／牧野徹

［座談会］景観政策と住環境／浅見泰司・石井喜三郎・

金本良嗣・山本和彦

［研究論文］ファミリー向け賃貸住宅の拡充に向けた

UP REITの活用／三毛門豪・岩崎千恵

［研究論文］不動産証券化市場における個人の危険回避度

と投資行動／沓津隆司

［海外論文紹介］混雑料金と都市境界によるスプロール抑

止／藤嶋朔太・No.68 2008年春季号

［巻頭言］不動産証券化の発展／藤原良一

［特別論文］被災者生活再建支援法と住宅問題／林敏彦

［研究論文］学校の質と地価／吉田あっし・張瑞・牛島光一

［研究論文］都心および近郊における住宅市場構造の比較

に関する考察／田中麻理・浅見泰司

［研究論文］東京圏における1990年代以降の住み替え行

動／小林庸平・行武憲史

［海外論文紹介］固定資産税率制限と自治体歳出の効率

性／近藤春生・No.69 2008年夏季号

［巻頭言］グローパリゼーションと住宅／佐藤和男

［特別論文］変貌する中国の住宅事情／砺波匡

［研究論文］わが国の住替えに関する制度・政策の影響／

瀬古美喜・隅田和人

［研究論文］中古住宅市場における転売外部性の実証分

析／岩田真一郎・山鹿久木

［研究論文］社会資本の効率性と政府間財政移転／近藤春

生

［調査研究リポー卜紹介］住宅不動産税制の日英比較／高

野幸大
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センターだより

⑨新刊リポートのご案内
「住宅双六jが成立していること

を確認した。世帯主年齢の上昇に

『東京圏における住み替え行動の 従い、「親族→借家」「借家→借

実態と要因の分析』 家」「借家→持家」「持家→持家j

（財団法人日本住宅総合センター刊行） へと住み替える傾向が見られ、

2,800円（税込み） 「住宅双六」の基本形が導出され

たのである。さらに、この基本形

資産デフレの長期化、少子・高 が3調査時点を通じて不変である

齢化の急進展など、社会経済構造 こと、不変でありつつも調査時点

や人口動態が大きく変化するなか により、住み替え割合や住宅の属

で、わが国の住宅需給構造はかつ 性に変化が見られることが検証さ

てない質的変容を余儀なくされて れた。

いる。本リポートでは、こうした 同様のことは、「住宅需要実態

状況のなかで、需要者の居住選択 調査」の個票データを用いた行動

行動がどのように変化しているか、選択モデルによる定量分析でも検

そのメカニズムの解明と、背景的

要因を明らかにすることを目的と

している。

本リポートでは、東京圏につい

て、住み替えパターン別の世帯主

年齢の分布（「住宅・土地統計調

査Jデータ）および世帯類型別の

所有関係変動（「住宅需要実態調

査」データ）の推移を追跡し、世

帯のライフステージに基づく住み

替え行動様式の存在、すなわち

編集後記

先日、所用で八丈島を訪ねた。羽

田から50分足らずで、こぎれいな小

さな空港に着く。目前には優美な八

丈富士がそびえる。

観光シーズンが終わった晩秋の平

日だったせいか、町は関散としてい

た。平成20年11月現在の人口は8472

人。『八丈島誌』によれば、 1816

（文化13）年8312人、 1858（安政5)

年8921人だから、江戸時代とほとん

ど変らないことになる。年齢別の人

口構成は、 55～65歳が突出して多く、

20～24歳人口が極端に少ない。高齢

証された。世帯人員などの世帯要

因が、住み替え行動に重要な影響

を与えており、その効果は調査時

点、によって大きく変動している。

さらに、推定したモデルを用いて、

世帯類型別の住み替え確率を推計

した結果、若年世帯は借家から持

家に住み替え、中年世帯は持家か

ら持家に住み替え、高齢世帯はあ

まり住み替えないという傾向が浮

かび上がり、住宅双六が確認され

化率は31.6%。

町営住宅は478戸で、木造が51戸、

簡易耐火126戸、耐火301戸。個人の

家屋は木造、非木造合わせて約5100

棟あり、平均床面積は約86平米と広

い。自動車台数は8600台で、 1人1

台以上保有している計算になる。島

を周囲する全長55キロの都道は100

%舗装。

主要産業は観光（37億円）で、農

業（23億円）、漁業（10億円）と続

く。まさに、流人と黄八丈、明日葉

とクサヤの島だ。 (h) 
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た。

また、今後、東京圏の世帯規模

は単身世帯の増加などにより減少

が見込まれ、一方で、都心への人

口流入などにより世帯数は増加が

見込まれている。

本リポートでは、推定したモデ

ルを用いて、こうした人口動態を

考慮した東京圏の住み替え需要予

測を行なった。その結果、持家へ

の住み替え需要は2015年まで緩や

かに増加した後、 2020年以降は減

少傾向に転じる可能性が示唆され

た。これは、当面は世帯数の増加

により需要が拡大するが、その後

は世帯人員減少による住み替え抑

制効果が大きくなることによる。

借家への住み替え需要は、世帯数

の増加および世帯人員の減少によ

り、ほぽ一貫して増加することが

明らかになった。

人口減少社会において、今後の

住宅需要はどのように変化するか、

またそれに対応した質の高い住宅

供給がどうあるべきか、その方策

検討の一助となれば幸いである。
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